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強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約 

第２９条に基づく第１回日本政府報告 

 

第１部 

序論 

 

１．我が国は､２００９年７月２３日､「強制失踪からのすべての者の保護に関

する国際条約」（強制失踪条約）の批准書を国際連合事務総長に寄託し､本条約

の締約国となった。本条約は､２０１０年１２月２２日に公布され､本条約第３

９条１に従って､同年１２月２３日に我が国について効力を生じた。この第１回

日本政府報告は本条約が我が国について効力を生じてから２０１５年１２月ま

での期間を対象としている。 

 

２．本条約には､強制失踪が犯罪として処罰されるべきものであることを国際

社会において確認するとともに､将来にわたって同様の犯罪が繰り返されるこ

とを抑止する意義がある。また､拉致問題を含む強制失踪の問題への国際的な関

心を高める上でも重要であることから､我が国は本条約を早期に締結した上で､

これまでに､他の締約国と協力しつつ､各国の署名及び締結を促進している。 

 

３．強制失踪の中でも､北朝鮮による拉致問題は､我が国の主権及び国民の生命

と安全に関わる重大な問題であると同時に､基本的人権の侵害という国際社会

の普遍的問題である。日本政府は､１９７０年頃から８０年頃にかけて､１７名

の日本人が北朝鮮により拉致されたと認定しているが､５名が帰国したのみで

あり，他の被害者については，いまだ帰国が実現していない。北朝鮮における

人権に関する国連調査委員会（ＣＯＩ）報告書では、拉致被害者及びその家族

に対する人権侵害は継続しているとの指摘がなされている。さらにこの他にも､

日本国内における日本人以外（朝鮮籍）の被害者に対する拉致容疑事案や､拉致

の可能性を排除できない事案がある。日本政府は､拉致被害者としての認定の有

無にかかわらず､全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽

くす。また､拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡しを引き続き追求して

いく。 

 

（拉致問題対策本部の取組） 

４．上記３．の方針の下､２０１３年１月、拉致問題に関する対応を協議し、同

問題の解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進するため、総理大臣を本
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部長、内閣官房長官、拉致問題担当大臣及び外務大臣を副本部長、他の全ての

国務大臣を構成員とする拉致問題対策本部を設置した。この第１回会合におい

て、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」が決定され、（１）全ての拉

致被害者の安全確保及び即時帰国、（２）拉致に関する真相究明､（３）拉致実

行犯の引渡しを引き続き追求することとなった。また、拉致被害者とその御家

族に対して、帰国に伴う費用の負担、日本で安心して生活するための経済的支

援、健康診査、生活相談、居住の安定、雇用機会の確保、教育機会の確保等の

総合的な支援を実施している。 

 

（国際社会における取組） 

５．国連においては､我が国は毎年、秋の国連総会第三委員会及び３月の国連人

権理事会の機会に､拉致問題を含めた包括的な北朝鮮の人権状況の改善を求め

る「北朝鮮人権状況決議」をＥＵと共同で提出している（国連総会では１１年

連続１１回､国連人権理事会では８年連続８回採択）。このうち､国連総会決議は

北朝鮮の人権状況そのものに焦点を当てたものであり､国連人権理事会決議は､

北朝鮮の人権状況への言及とともに北朝鮮人権状況特別報告者（現在はマルズ

キ・ダルスマン元インドネシア検事総長）のマンデートを延長する内容として

いる。 

 

６．我が国とＥＵは､２０１３年３月の国連人権理事会において､北朝鮮の人権

状況に改善が見られないことを踏まえ､新たに調査委員会（ＣＯＩ：Commission 

of Inquiry）の設置を含む決議案を提出し､これがコンセンサス（無投票）で採

択された。ＣＯＩは､約１年間､訪日調査を含め､精力的に活動を行い､２０１４

年２月に最終報告書を公表した。同報告書は､北朝鮮の組織的、広範かつ重大な

人権侵害を､拉致問題を含む複数の分野にわたり包括的に詳述し､これらの人権

侵害が「人道に対する犯罪」に該当するとした上で､北朝鮮に具体的な取組を勧

告するとともに､国際社会にも更なる取組を求めている。 

 

７．我が国とＥＵは､２０１４年３月の国連人権理事会において､ＣＯＩ報告書

を踏まえた､これまで以上に強い内容の決議案を提出し、これが賛成多数で採択

された。同決議は､①人権侵害に責任を負う者に説明責任を果たさせるべく､国

連安全保障理事会（安保理）が適切な国際刑事司法メカニズムへの付託や人権

侵害の責任者に対象を絞った制裁の範囲の検討等を通じ､適切な行動をとるよ

う､国連総会が同報告書を安保理に提出することや､②国連人権高等弁務官事務

所（ＯＨＣＨＲ）に対し､現地ベースの組織の設立を含め，ＣＯＩ報告書の勧告

をフォローアップをすること等を勧告している。さらに、２０１４年１２月の
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国連総会に我が国とＥＵが提出し、採択された決議は安保理に対し､北朝鮮の事

態の国際刑事裁判所（ＩＣＣ）への付託や人権侵害の責任者に対象を絞った制

裁の範囲の検討等を通じ、適切な行動をとるよう促している。本決議採択後の

１２月２２日（ＮＹ時間）､安保理において､初めて､人権状況を含む「北朝鮮の

状況」が議論された。 

 

８．２０１５年３月の国連人権理事会、１２月の国連総会においては、２０１

４年の決議と同様の強い内容の決議が採択された。また、２０１５年には、国

連人権理事会で決議されたＯＨＣＨＲソウル事務所の開設（６月）や、拉致問

題や強制失踪に焦点を当てた北朝鮮の人権状況に関するパネル・ディスカッシ

ョンの開催（９月）が実現した。同パネル・ディスカッションには、日本人拉

致被害者御家族の代表として、飯塚耕一郎・北朝鮮による拉致被害者家族連絡

会事務局次長がパネリストとして出席した。さらに、同年１２月１０日､安保理

において､人権状況を含む「北朝鮮の事態」につき２０１４年に続き２回目とな

る議論が行われ、日本としても、北朝鮮が安保理の懸念に誠実に対応し人権状

況を改善すること、また拉致問題は遅滞なく解決されるべきであり北朝鮮が迅

速な調査を通じて全ての拉致被害者を一刻も早く帰国させること等を強く求め

るとの発言を行った。 

 

（強制的失踪作業部会との協力） 

９．我が国としては､強制的失踪作業部会は､拉致問題の個別のケースについて

取り上げ､北朝鮮当局に事実関係を照会し､解決を働きかける機能を果たす重要

な場であり､拉致問題の解決を目指す国際社会の動きの中で､欠くべからざる役

割を果たしていると認識している。こうした観点から､我が国は､同作業部会に

対し､情報提供を行うとともに､これまで所在確認の申立てがなされている失踪

者について､北朝鮮に対して所在確認に向けた具体的かつ真摯な対応を引き続

き促すよう依頼してきている。 

 

１０．最後に､拉致被害者の御家族により国際シンポジウムで発表された､拉致

問題の解決を訴えるメッセージを以下に紹介し､序文を締めくくりたい。 

 

“姉は家族の中で太陽やヒマワリの様な存在でした。いつも陽気で明るい存在

でした。姉が居なくなってから､家の中は例えようのない重苦しい雰囲気に変容

し､食卓からはいつの頃からか笑顔は消えて､いつの頃からか姉の話題をする事

が消えてしまいました。”“それぞれの国が拉致問題の解決と人権侵害の現状を

変えさせるべく動いて欲しいと願います。人間が人間らしく生きるために､一日
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の終わりに家族と笑顔と団欒で終われる時を迎えさせてあげるために､皆が我

が事として具体的な行動に出ようではありませんか。拉致された人達､そしてそ

の人達を待っている家族も高齢化し本当に時間がありません。皆様の強い意志

と満ち溢れる希望の力を､どうか拉致された者達に分けてあげて下さい。どうか

日本の地を１日も早く踏むことが出来るよう､どうか姉と両親が抱き合える日

を迎える事が出来るよう皆様のお力をお貸し下さい。”（認定拉致被害者横田め

ぐみ氏の弟 横田拓也氏） 

 

第２部 

Ａ．強制失踪の禁止についての一般的な法的枠組み 

 

１１．我が国の憲法第３１条は､何人も法律の定める手続によらなければその

生命若しくは自由を奪われることはない旨規定している。さらに､憲法第３３条

は､逮捕について､権限を有する司法官憲が発し､かつ理由となっている犯罪を

明示する令状によらなければならない旨規定している。憲法第３４条は､何人も

理由を直ちに告げられ､かつ直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ

抑留又は拘禁されない旨規定している。このように､我が国の憲法は､自由をは

く奪されることになる者に種々の権利を保障し､かつ､法律の保護外に置かれる

ことがないことを保障している。そして､我が国の刑法は､不法に人を逮捕・監

禁した行為やそのような行為を隠ぺいする行為､失踪者の消息・所在を隠ぺいす

る行為を罰することとしている。 

 

１２．本条約に関連する国際約束としては､我が国は､１９７９年に「市民的及

び政治的権利に関する国際規約」を締結､１９９９年に「拷問及び他の残虐な､

非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」を締結､２００７

年に「国際刑事裁判所に関するローマ規程」（ＩＣＣローマ規程）を締結してい

る。 

 

１３．本条約と我が国の憲法を含む国内法との関係については､他の条約同様､

憲法第９８条第２項の趣旨から､我が国が締結した条約は国内法としての効力

を持つ。他方､条約の規定を直接適用し得るか否かについては､当該規定の目的､

内容及び文言等を勘案し､具体的場合に応じて判断すべきものとされているが､

多くの場合においては､条約上の義務の履行のために必要な法律を別途制定し

ているため､条約違反の事案も､ほとんどが国内法違反の事案として処理されて

いる。 
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Ｂ．条約の個々の実質的条文に関する情報 

●第１条 

 

１４．前記のように､我が国の憲法第３１条は､何人も法律の定める手続によら

なければその生命若しくは自由を奪われることはない旨規定している。さらに､

憲法第３３条は､逮捕について､権限を有する司法官憲が発し､かつ理由となっ

ている犯罪を明示する令状によらなければならない旨規定している。憲法第３

４条は､何人も理由を直ちに告げられ､かつ直ちに弁護人に依頼する権利を与え

られなければ抑留又は拘禁されない旨規定しており､自由をはく奪されること

になる者が法律の保護外に置かれることがないことを保障している。 

 

１５．加えて､我が国では､刑法及び刑事訴訟法上､「戦争状態､戦争の脅威､内政

の不安定その他公の緊急事態」を理由として､法的責任を免除する制度はない。 

 

●第２条 

 

１６．第１条の欄に記載したとおり､我が国の憲法第３１条は､何人も法律の定

める手続によらなければその生命若しくは自由を奪われることはない旨規定し

ている。さらに､憲法第３３条は､逮捕について､権限を有する司法官憲が発し､

かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければならない旨規定して

いる。憲法第３４条は､何人も理由を直ちに告げられ､かつ直ちに弁護人に依頼

する権利を与えられなければ抑留又は拘禁されない旨規定しており､自由をは

く奪されることになる者が法律の保護外に置かれることがないことを保障して

いる。そして､我が国刑法は､不法に人を逮捕・監禁した行為やそのような行為

を隠ぺいする行為､失踪者の消息・所在を隠ぺいする行為を罰することとしてい

る（第３条の欄及び別添１を参照）。 

 

●第３条 

 

１７．我が国は､国の許可､支援又は黙認を得ているかどうかを区別せず､強制

失踪行為を犯罪として規定している（規定の詳細は別添１を参照）。強制失踪行

為のうち自由をはく奪する行為については､刑法第２２０条（逮捕及び監禁）､

第２２４条～第２２８条（略取､誘拐及び人身売買の罪）など､自由のはく奪の

隠ぺい行為については､刑法第１０３条（犯人蔵匿等）及び第１０４条（証拠隠

滅等）などによって処罰される。 
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１８．強制失踪に関する捜査を行う機関は､司法警察職員､検察官及び検察事務

官である（刑事訴訟法第１８９条､第１９１条）。司法警察職員は犯罪があると

思料するときは､犯人及び証拠を捜査するものとされ（同法第１８９条第２項）､

また､検察官は必要と認めるときは自ら捜査することができる（同法第１９１条

第１項）。そして､収集された証拠に基づき､検察官が公訴を提起するかを判断す

る（同法第２４７条）。 

 

１９．精神保健福祉法第２９条の規定に基づき､入院措置処分の決定は､警察官

等からの通報､届出等により都道府県知事が指定医に診察させ､自傷他害のおそ

れがあると認めた場合に行うことができる。同法第３８条の６の規定により､厚

生労働大臣又は都道府県知事は､必要があると認めるときは､精神科病院に入院

中の者の症状・処遇に関し､報告徴収､立入検査等を行うことができる。命令に

従わない場合は罰則（精神保健福祉法第５５条）が規定されている。 

 

●第４条 

 

２０．第２条の欄及び第３条の欄で述べているとおり､我が国は､国の許可､支

援又は黙認を得ているかどうかを区別せず､強制失踪行為を犯罪として規定し

ており､我が国の刑法は強制失踪行為を処罰することとしている（別添１を参

照）。 

 

●第５条 

 

２１．我が国は､ＩＣＣローマ規程上「人道に対する犯罪」を構成する強制失踪

につき､ＩＣＣからその捜査共助や犯罪人引渡しを求められた場合には､ＩＣＣ

協力法に基づき協力を行う。 

 

２２．我が国では､強制失踪を行った者は､逮捕監禁罪（刑法第２２０条）､同致

死傷罪（同法第２２１条）､公務員職権濫用罪（同法第１９３条）､特別公務員

職権濫用罪（同法第１９４条）､同致死傷罪（同法第１９６条）､偽造公文書行

使等罪（同法第１５８条）等により処罰される。また､組織的に強制失踪を行っ

た者は､組織的逮捕監禁罪（組織犯罪処罰法第３条第１項第８号､刑法第２２０

条）等により処罰される。強制失踪の広範又は組織的な実施は､刑の加重の根拠

となり得る上（同法第４７条）､悪質な態様として量刑上不利に斟酌されること

となる。 
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●第６条 

 

２３．我が国の刑法は､強制失踪に関する刑法の各罪に加え､共犯規定（刑法第

６０条～第６２条）を設けており､これら規定により､強制失踪の実行を命じ､教

唆し､勧誘した者又は強制失踪に加担し､参加した者を処罰することができる。

強制失踪の未遂は､略取及び誘拐､人身売買の未遂罪（同法第２２８条）。暴行罪

（同法第２０８条）や脅迫罪（同法第２２２条）で処罰可能である。犯人の検

挙や訴追を阻害しようと試み､犯人を蔵匿したり証拠を隠滅するなどした者は､

現実に犯人の検挙や訴追が阻害されたか否かにかかわらず処罰され得る。本条

約第６条１（ｂ）（ｉ）～（ｉｉｉ）で示されている場合における上官の刑事責

任については､逮捕監禁罪（刑法第２２０条）等や共犯規定（同法第６０条～第

６２条）で担保されている。 

 

●第７条 

 

２４．我が国では､強制失踪を行った者は､逮捕監禁罪（刑法第２２０条）､同致

死傷罪（同法第２２１条）､公務員職権濫用罪（同法第１９３条）､特別公務員

職権濫用罪（同法第１９４条）､同致死傷罪（同法第１９６条）､偽造公文書行

使等罪（同法第１５８条）等により処罰される。また､組織的に強制失踪を行っ

た者は､組織的逮捕監禁罪（組織犯罪処罰法第３条第１項第８号､刑法第２２０

条）等により処罰される。第７条の２（ａ）の場合には､被告人に有利な情状と

して量刑上斟酌されうるし､２（ｂ）の場合には､被告人に不利な情状として量

刑上斟酌されうる。 

 

●第８条 

 

２５．公訴時効期間は､法定刑の重さに応じて区分して規定されているところ

（刑事訴訟法第２５０条）､強制失踪に関する刑法の主たる罪の公訴時効期間は

以下のとおりである。 

 

・逮捕及び監禁（２２０条）－５年 

・未成年者略取・誘拐（２２４条）－５年 

・営利目的等略取・誘拐（２２５条）－７年 

・所在国外移送目的略取・誘拐（２２６条）－１０年 

・人身売買罪（２２６条の２）－所在国外に移送する目的で人身売買した

場合（第５項）は１０年 
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・犯人蔵匿等（１０３条）－３年 

・証拠隠滅等（１０４条）－３年 

（参考－刑事訴訟法第２５０条） 

 

２６．刑の時効については､刑法第３２条が規定しており､内容は以下のとおり。 

（時効の期間） 

第３２条 時効は､刑の言渡しが確定した後､次の期間その執行を受けないこと

によって完成する。 

１ 無期の懲役又は禁錮については３０年 

２ １０年以上の有期の懲役又は禁錮については２０年 

３ ３年以上１０年未満の懲役又は禁錮については１０年 

４ ３年未満の懲役又は禁錮については５年 

５ 罰金については３年 

６ 拘留､科料及び没収については１年 

 

２７．公訴時効の起算点に関する刑事訴訟法第２５３条は､「時効は､犯罪行為

が終った時から進行する。」と規定しており､強制失踪行為の開始を公訴時効期

間の起算点としないことが確保されている。また､同法第２５５条は､「犯人が

国外にいる場合…には､時効は､その国外にいる期間…その進行を停止する。」と

定めている。 

 

２８．強制失踪の被害者が民事上行使することのできる権利としては､加害者

に対する不法行為に基づく損害賠償請求権が考えられる。この不法行為に基づ

く損害賠償請求権の行使の期間制限について､民法第７２４条は､「被害者又は

その法定代理人が損害及び加害者を知った時から３年間行使しないときは､時

効によって消滅する。不法行為の時から２０年を経過したときも､同様とする。」

と規定している。 

 

●第９条 

 

２９．本条約第９条１が求める裁判権の設定について､同１（ａ）については刑

法第１条（日本国内､日本船舶及び航空機内で罪を犯した者に対する裁判権）に

より､同１（ｂ）については刑法第３条（逮捕及び監禁､略取､誘拐及び人身売買

の罪について､行為者が自国民の場合）により､同１（ｃ）については刑法第３

条の２（逮捕及び監禁､略取､誘拐及び人身売買の罪について､被害者（失踪者）

が自国民の場合）により､それぞれ裁判権が設定されている。加えて､刑法第４



9 

 

条の２は､日本国外で犯した刑法上の犯罪であっても､条約により罰すべきもの

とされているものを犯した全ての者に刑法を適用する旨規定している。 

 

３０．我が国は､逃亡犯罪人引渡しに関して条約前置主義を採用しておらず､条

約を締結していない国に対しても､法定の要件を満たせば逃亡犯罪人引渡しを

行うことができる。逃亡犯罪人引渡条約を締結していない場合､自国民の引渡し

を行うことができないが､我が国は強制失踪に当たる行為につき国民の国外犯

処罰規定を設けているため､犯人の処罰が可能である。 

 

●第１０条 

 

３１．引渡手続について､我が国では､外国から逃亡犯罪人引渡請求や仮拘禁請

求がなされた場合､法律上の要件を満たすとき､拘禁､仮拘禁を行う（逃亡犯罪人

引渡法第５条第１項､第２４条第１項）。国際刑事裁判所からの引渡請求に対し

ても同様の措置をとる（ＩＣＣ協力法第２１条､第３４条）。領事支援について､

我が国は､領事関係に関するウィーン条約に基づき領事官通報の義務を負う。 

 

３２．我が国において､容疑者の所在を確保するための抑留その他の法的措置

として､司法警察職員､検察官及び検察事務官による被疑者の出頭要求（刑事訴

訟法第１９８条第１項）､司法警察職員､検察官及び検察事務官による被疑者の

逮捕（同法第１９９条､第２１０条及び第２１３条）が挙げられる。 

 

３３．我が国においては､強制失踪に係る犯罪については､刑事訴訟法に基づき､

司法警察職員等が捜査を行うこととなる。 

 

●第１１条 

 

３４．第９条の欄に記載したとおり､我が国は､逃亡犯罪人引渡しに関して条約

前置主義を採用しておらず､条約を締結していない国に対しても､法定の要件を

満たせば逃亡犯罪人引渡しを行うことができる。なお､逃亡犯罪人引渡しを行う

か否かの決定に当たっては､東京高等裁判所が法定の要件を満たしているかを

判断し､法務大臣が引渡しの相当性を判断する。逃亡犯罪人引渡条約を締結して

いない場合､自国民の引渡しを行うことができないが､我が国は強制失踪に当た

る行為につき国民の国外犯処罰規定を設けているため､犯人の処罰が可能であ

る。この場合､通常の刑事裁判手続が行われることになり､証拠に関する基準に

おいて第９条１に規定する場合と異ならない。 
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３５．権限のある当局に関し､強制失踪を含む犯罪の捜査は､司法警察職員､検

察官及び検察事務官（刑事訴訟法第１８９条､第１９１条）が行い､訴追は検察

官が行う（同法第２４７条）。 

 

３６．公正な取扱いの保障に関し､憲法第３１条の規定に加え､憲法第３２条は

裁判を受ける権利､憲法第３７条は刑事被告人の権利として公平な裁判を受け

る権利､証人尋問権､弁護人選任権等を保障しており､これを受けて､刑事訴訟法

は､弁護人選任権（第３０条～第４１条）や証人尋問権（第１４３条～第１６４

条）等に関する詳細な規定を置いている。 

 

３７．被告人を有罪とするためには､被告人が罪を犯したことが合理的疑いを

超える程度に証明されなければならないが､この基準は自国民であるか外国人

であるかにかかわらず､全ての被告人に適用される。 

 

●第１２条 

 

３８．失踪者がいることを訴える者が利用可能なメカニズムとしては､捜査機

関に対する告訴・告発（刑事訴訟法第２３０条から第２４４条まで）及び捜査

機関に対する犯罪に関する申告が挙げられる。そして､捜査機関はそれらを端緒

に捜査を行う（同法第１８９条、第１９１条）。警察では､行方不明者の親権を

行う者､後見人､配偶者のほか､監護者､福祉事務所職員､同居者､雇主その他の当

該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者から行方不明者に係る

届出を受理することとしている（行方不明者発見活動に関する規則第６条）。 

司法警察職員は､犯罪があると思料するときは､犯人及び証拠を捜査するものと

されており､捜査の開始には､告訴・告発､犯罪に関する申告は必要とされていな

い（刑事訴訟法第１８９条第２項）。 

 

３９．捜査機関は､取調べ､捜索､検証､鑑定等の捜査を実施し､事実を明らかに

する。検察官は､捜査の結果を踏まえ､当該事件を起訴するかどうかを決するが､

特別公務員暴行陵虐罪等一定の犯罪については､告訴又は告発をした者は､検察

官の不起訴処分に不服があるときは､裁判所に対し､その審判に付すよう請求で

きる。 

 

４０．検察官が事件の捜査の結果を踏まえ､当該事件を起訴しないこととした

場合に､その処分に不服がある者は､検察審査会法に基づき､検察審査会に不服
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を申し立てることができる。検察審査会は､一般の国民の中から無作為に抽出し

て選任された検察審査員で構成されており､検察官の不起訴処分の当否につい

て､独立して審理する。一定の場合には､検察審査会は起訴すべき旨の議決を行

うことができ､その場合､裁判所が指定する弁護士によって当該事件が起訴され

る。検察審査会に対しては､告訴・告発をした者､被害者及びその遺族等が申し

立てることができる。 

 

４１．申立者等の保護について､告訴・告発をした者に対する脅迫等については､

脅迫罪（刑法第２２２条）や強要罪（同法第２２３条）等が適用され得るほか､

自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認め

られる者又はその親族に対し､当該事件に関して､必要な理由がないのに面会を

強請し､又は強談威迫の行為をした者は､証人威迫罪（同法第１０５条の２）に

より処罰され得る。捜査員である公務員が､職務を執行するに当たり､これに対

して暴行又は脅迫を加えた者は､公務執行妨害罪（同法第９５条第１項）により

処罰され得る。また､捜査員である公務員に､ある処分をさせ､若しくはさせない

ため､又はその職を辞めさせるために､暴行又は脅迫を加えた者も､職務強要罪

（同条第２項）により処罰され得る。このほか､これらの申立者や証人､捜査に

関与した他の人々に対し､傷害行為等の犯罪行為に及んだ者は､刑法等の関係法

令により処罰され得る。 

 

４２．捜査機関は､基本的には､裁判官が発する令状がなければ捜索を行うこと

はできない（憲法第３５条､刑事訴訟法第２１８条）。ただし､逮捕状により被疑

者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは､人

の住居等の逮捕の現場で捜索することができる（刑事訴訟法第２２０条）。また､

警察官が､犯罪がまさに行われようとするのを認めたときであって､人の生命等

に対する危害が切迫している場合において､その危害の予防､損害の拡大防止又

は被害者の救助のため､やむを得ないと認めるときは､合理的に必要と判断され

る限度において､他人の土地､建物又は船車の中に立ち入ることができる（警察

官職務執行法第６条）。 

 

４３．当局による捜査の拒否が､違法な公権力の行使に該当し､これによって強

制失踪の被害者に損害が生じた場合には､当該被害者は､国家賠償請求（国家賠

償法第１条１項）をすることができる。 

 

４４．法務省の人権擁護機関では､全国の法務局・地方法務局に人権相談所を設

置しており､行政機関による人権侵害を含むあらゆる人権問題に関する相談に
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応じているほか､人権侵害の疑いのある事案については､調査の上､適切な措置

を講じるなどして被害の救済及び予防を図っている。 

 

●第１３条 

 

４５．引渡法上､我が国で行われた犯罪であれば双罰性を満たすところ（逃亡犯

罪人引渡法第２条第４号）､前記のとおり強制失踪行為については我が国におけ

る犯罪にあたるため､強制失踪は引渡犯罪である。強制失踪を政治犯罪､政治犯

罪に関連する犯罪又は政治的な動機による犯罪とみなす国内法上の規定はない。

逃亡犯罪人引渡条約及び逃亡犯罪人引渡法上､引渡しが可能か否かを東京高等

裁判所が審査する（逃亡犯罪人引渡法第９条第１項､第１０条第１項）。法務大

臣は､東京高等裁判所が､逃亡犯罪人を引き渡すことができると判断した場合に､

さらに､逃亡犯罪人を引き渡すことが相当か否かを判断し､引き渡すことが相当

であると認めるときは､東京高等検察庁検事長に逃亡犯罪人の引渡しを命じな

ければならない。 

 

●第１４条 

 

４６．我が国では強制失踪行為は犯罪であるため､刑事共助における双罰性の

要件を充足し､共助を実施することが可能である（国際捜査共助法第２条第２

号）。また､米国､韓国､中国､香港､ＥＵ及びロシアとの間で締結している刑事共

助条約又は協定に基づき､より迅速かつ円滑な刑事共助を行うことができる。 

 

●第１５条 

 

４７．強制失踪被害者の援助のため､第１４条の欄で記載している国際捜査共

助の実施などにより､相互に協力することができる。 

 

●第１６条 

 

４８．東京高等裁判所が､国内法上､逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に

該当するかどうかについて審査する（逃亡犯罪人引渡法第９条第１項､第１０条

第１項）。さらに､法務大臣が引渡しの相当性を判断する（同法第１４条第１項）。 

 

４９．法務大臣の引渡命令に対し､取消訴訟を起こすことが可能である（行政事

件訴訟法第３条､第８条）。なお､取消訴訟の提起そのものは執行停止の効力を持
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たないが（同法２５条第１項）､取消訴訟が係属した裁判所は､手続の続行によ

り生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認める場合には､申立に

より､決定をもって､執行を停止することができる（同条第２項）。 

 

５０．出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）第５３条第３項に

おいて､被退去強制者の送還先には､本条約第１６条１に規定する「ある者が強

制失踪の対象とされるおそれがあると信ずるに足りる実質的な理由がある他の

国」と判断される国を含まないものと規定している。このほか､入管法第５３条

第３項第１号において､難民条約第３３条第１項に規定する領域の属する国を､

また､入管法第５３条第３項第２号において､拷問及び他の残虐な､非人道的な

又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第３条第１項に規定する国を､

それぞれ送還先としないことを規定している。 

 

５１．さらには､入管法第５３条第１項において､退去強制を受ける者は国籍又

は市民権の属する国に送還される旨定めており､同条第２項では､第１項に定め

る国に送還することができないときは､本人の希望により､（１）我が国に入国

する直前に居住していた国､（２）我が国に入国する前に居住していたことのあ

る国､（３）我が国に向けて船舶等に乗った港の属する国､（４）出生地の属す

る国､（５）出生時にその出生地の属していた国､（６）その他の国､のいずれか

に送還される旨定めており､被退去強制者の送還先の決定において､生命や個人

の尊厳に重大な害を及ぼす他の形態の危険を考慮している。 

 

５２．被退去強制者の送還にあたっては､上記入管法をはじめ､関係法令や条約

等を遵守している。我が国の入管法に基づき実施される退去強制手続は､入国警

備官による違反調査に始まり､①入国審査官の違反審査､②特別審理官（上位の

入国審査官）の口頭審理及び③異議の申出に対する法務大臣の裁決（最終判断）

に至るいわゆる三審制を採用している。この三審制の手続の中で､外国人は､自

らの容疑事実を争い､あるいは､容疑事実を認めた上で在留を希望する旨を十分

に主張できるよう配慮されている。 

 

５３．送還先の指定は退去強制手続の重要な要素であることから､入国警備官､

入国審査官及び特別審理官は､送還される場合に容疑者がいずれの国への送還

を希望するかについて､同手続の中で聴取する。法務大臣（権限を委任された地

方入国管理局長を含む。）が退去を強制するとの裁決をしたときは､退去強制令

書の発付権者である主任審査官が､退去強制手続中に聴取した内容を踏まえた

上で､同法第５３条の規定に従って送還先を決定する。前提として､我が国の入
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管法に基づく退去強制手続が､対象となる外国人が十分に主張するよう配慮し､

同主張を踏まえた上で慎重に判断するために三審制を採用していることは前述

したとおり。 

 

５４．その上で､例えば､退去強制令書発付処分後､裁判所に､同処分の取消しを

求める訴訟を提起することが可能である。また､加えて､裁判所に退去強制令書

の執行の停止を求める申立てを行い､裁判所による執行停止の決定が確定する

ことにより､送還は停止する。 

 

５５．訴訟の提起に関する情報は､行政事件訴訟法第４６条の規定に基づき､上

記三審制による手続中の認定､判定､裁決及び退去強制令書発付処分が告知され

る際に､書面で教示（提供）するなどして､裁判を受ける権利への配慮を行って

いる。 

  

５６．入国管理局職員に対して､人権問題に関する理解と認識を深めることを

目的として､在職年数等に応じた研修や人権に特化した研修において､人権や国

際法に関する講義を実施している。 

 

●第１７条 

（刑事手続） 

５７．我が国の憲法第３１条は､何人も法律の定める手続によらなければその

生命若しくは自由を奪われることはない旨規定している。さらに､憲法第３３条

は､逮捕について､権限を有する司法官憲が発し､かつ理由となっている犯罪を

明示する令状によらなければならない旨規定している。憲法第３４条は､何人も

理由を直ちに告げられ､かつ直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ

抑留又は拘禁されない旨規定している。このように､我が国の憲法は､自由をは

く奪されることになる者に種々の権利を保障し､かつ､法律の保護外に置かれる

ことがないことを保障している。 

 

５８．自由をはく奪する逮捕や勾留は､現行犯人逮捕を除き､裁判官による令状

によらなければならない（刑事訴訟法第１９９条､第２０７条､第２１０条）。逮

捕は､被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり､かつ､逮捕の必要

性がある場合に限り行われ（同法第１９９条）､勾留は､被疑者が罪を犯したこ

とを疑うに足りる相当な理由があり､かつ､住居不定､罪証隠滅のおそれ又は逃

亡のおそれがある場合に限り行われる（同法第６０条）。 
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５９．我が国において､司法警察員又は検察官は､逮捕状により被疑者を逮捕し

たとき､又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは､直ちに犯罪事

実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上､弁解の機会を与え

なければならない（刑事訴訟法第２０３条､第２０４条）。また､同法第７９条は

勾留の事実を弁護人等に通知しなければならない旨を､同法第３９条は被告

人・被疑者による弁護人との接見交通権を､同法第８０条は弁護人以外の者（親

族等）と接見できる旨をそれぞれ規定している。勾留されている者やその弁護

人､親族等は､裁判所に対し勾留の理由を開示するよう求めることができ（同法

第８２条）､裁判長は公開の法廷で勾留の理由を開示しなければならない（同法

第８３条､第８４条）。そして､勾留されている者は､勾留の裁判に対する準抗告

ができる（同法第４２９条第１項第２号）。 

 

６０．被告人に拘禁刑（懲役・禁錮）を科す裁判は公開の法廷で行われ､有罪の

裁判は､犯罪の証明（合理的疑いを超える程度の証明）があった場合になされる

（刑事訴訟法第３３３条第１項）。有罪の裁判に対して､被告人や弁護人は上訴

することができる（同法第３５１条以下）。 

 

６１．領事当局との連絡については､外国人が逮捕､留置､勾留､他の事由により

拘禁された場合､遅滞なく領事関係に関するウィーン条約又は二国間領事条約

に基づき領事官通報がなされており､領事官は当該外国人と面談､文通すること

ができる。領事協定により通報が必要とされている場合には､拘束の事実及びそ

の理由等を必ず領事機関に通報することとされているほか､それ以外の場合に

は､当該外国人に対し領事機関への通報を要請するか否かを確認し､その要請が

あるときは､遅滞なく､警察官及び検察官等から､拘束を行った地を管轄する領

事機関に対し通報し､適宜の方法により､記録に止めることとされている。領事

官は我が国の法令に従って､抑留されている当該国民を訪問し､これと通信する

ことができる。 

 

（入国管理局における外国人の退去強制手続） 

６２．入管法の規定に基づき､主任審査官が発付する収容令書により､容疑者を

収容することができる（入管法第３９条２項）。収容令書は､当該容疑者が入管

法第２４条に掲げる退去強制事由のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の

理由があると認められる場合に発付される。なお､収容令書を発付された容疑者

の収容期間は原則として３０日以内である。ただし､やむを得ない事由がある場

合に限り３０日以内の範囲で延長することができる。 
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６３．手続の結果として､退去強制事由に該当する場合には､被退去強制者を速

やかに送還するため､主任審査官は､退去強制令書を発付（同法第４７条５項､第

４８条９項､第４９条６項）する。退去強制令書を発付された外国人について､

直ちに送還できない場合は､送還可能のときまで､その者を入国者収容所､収容

場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容する。

ただし､被退去強制者の請求を認めた場合､主任審査官は仮放免を行うことがで

きる（同法第５４条２項）。 

 

６４．入管法違反等で入国管理局が管理・運営する収容施設（外国人のみ収容）

に収容される者については､弁護士､医師及び家族等へ外部交通（電話､面会､手

紙の受発信）を行うことができ､また､領事当局に対する通報についても､領事関

係に関するウィーン条約等に基づき適正に対応している。 

 

６５．２０１０年９月､法務省入国管理局と日本弁護士連合会との間において､

出入国管理行政における諸問題を協議する場を持つこととするとともに､弁護

士会が無料で入国者収容所等に収容中の被収容者から法律相談に応じることな

どについて合意し､この合意に基づき､弁護士会による無料法律相談を行ってお

り､被収容者による弁護士や法的支援へのアクセスが一層容易になるように取

り組んでいる。 

 

６６．入国管理局では､２００９年に入管法の一部を改正し､２０１０年７月､

外部の有識者で構成される「入国者収容所等視察委員会」を新たに設置した。

この委員会制度は､第三者たる学識経験者､法曹関係者､医療関係者､ＮＧＯ関係

者等の有識者で構成され､入国者収容所等又は出国待機施設の視察や､被収容者

等との面接を行うとともに､入国者収容所等や出国待機施設内に設置した提案

箱に投函された被収容者等からの意見・提案を踏まえ､入国者収容所長等に意見

を述べる活動を行っており､警備処遇の透明性の確保や入国者収容所等施設の

運営の改善向上を図っている。 

 

６７．前提として､入管法に基づく退去強制手続において､前述の三審制により､

退去強制事由に該当しないものと判断された場合は､直ちに放免される（同法第

４７条１項､第４８条６項､第４９条５項）。また､速やかな送還が困難な場合に

は､主任審査官は､被退去強制者を放免することができる（同法第５２条６項）。

その上で､上記に該当しない者については､例えば､収容の根拠となる収容令書

又は退去強制令書発付処分の取消しを裁判所に求め､訴訟を提起することが可

能である。訴訟の提起に関する情報は､行政事件訴訟法第４６条の規定に基づき､
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上記三審制による手続中の３つの処分（認定､判定､裁決）及び退去強制令書発

付処分が告知される際に当該人に対し､書面で教示（提供）するなどして､裁判

を受ける権利等への配慮を行っている。 

 

（保護処分としての少年院送致手続､婦人補導手続） 

６８．少年院法において､少年院は､家庭裁判所から少年法第２４条第１項第３

号に定める保護処分として送致された者及び同法第５６条第３項の規定により

少年院において懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者を収容するものとし､また､

少年鑑別所法においては､少年鑑別所は､少年法第１７条第１項第２号に定める

観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定により少年

鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者

を収容するものとされている。さらに､婦人補導院法において､婦人補導院は､売

春防止法第１７条の規定により補導処分に付された者を収容するものとされて

いる。 

 

６９．刑事施設､少年院､少年鑑別所及び婦人補導院に収容された被収容者につ

いては､刑事訴訟法その他の関係法令の規定に基づき､家族又は弁護人等との面

会及び信書の発受等を行うことができる。また､これらの者が外国人である場合

には､領事関係に関するウィーン条約等の規定に基づき､当該者の国の領事当局

と連絡を取ることが保証されている。 

 

（拘禁施設を視察する管理機構） 

７０．刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律において､刑事施設は､

①懲役､禁錮又は拘留の刑の執行のために拘置される者､②刑事訴訟法の規定に

より､逮捕された者であって､留置されるもの､③刑事訴訟法の規定により勾留

される者､④死刑の言渡しを受けて拘置される者､⑤①～④のほか､法令の規定

により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることと

される者を収容するものとされている。 

 

７１．刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律においては､「法務大臣

は､この法律の適正な施行を期するため､その職員のうちから監査官を指名し､

各刑事施設について､毎年１回以上､これに実地監査を行わせなければならな

い。」とされており､また､婦人補導院法においては､「法務大臣は､少なくとも１

年に１回､その職員を指定して､婦人補導院の実地監査を行わせなければならな

い。」とされており､これらの法に基づき､各刑事施設､及び婦人補導院について

監査を実施している。このほか､刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法
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律においては､「裁判官及び検察官は､刑事施設を巡視することができる。」とも

されている。また､少年院法においては､「法務大臣は､少年院を適当に維持し､

且つ､完全な監査を行う責任を負う。」とされており､これに基づき又は準じ､各

少年院及び各少年鑑別所について監査を実施しているほか､前述の改正少年院

法及び少年鑑別所法においても､刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する

法律と同様に､実地監査に関する事項､裁判官及び検察官の巡視に関する事項に

ついて規定されている。 

 

７２．このほか､各刑事施設には刑事施設視察委員会が設置されており､その委

員は､人格識見が高く､かつ､刑事施設の運営の改善向上に熱意を有する者のう

ちから法務大臣が任命しており､実際には､地域の市民のほか､弁護士､医師､地

方公共団体の職員等が任命されている。刑事施設視察委員会は､刑事施設の視察､

被収容者との面接等の活動を通じ､刑事施設の運営の状況を把握した上で､刑事

施設の長に対して意見を述べることを職務としており､法務大臣は､毎年､委員

会が刑事施設の長に対して述べた意見及びこれを受けて刑事施設の長が講じた

措置の内容を取りまとめ､その概要を公表するものとされている。なお､前述の

改正少年院法及び少年鑑別所法においても､同様に､少年院視察委員会及び少年

鑑別所視察委員会の設置等について規定されている。 

 

７３．留置施設について､警察本部長が指名した監査官による年１回以上の実

地監査が行われているほか､裁判官及び検察官の巡視が規定されている（刑事収

容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第１１条､１８条､２４条）。また､警

察庁が留置施設の巡察を実施して､都道府県警察に対し指導監督を行っている。 

 

７４．また､留置施設の運用状況について透明性を高め､被留置者の適正な処遇

を確保するために､「留置施設視察委員会」という部外の第三者からなる機関が

警察本部に設置されている（刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

第２０条）。その委員は､人格見識が高く､かつ､留置施設の運営の改善向上に熱

意を有する者のうちから､都道府県公安委員会が任命しており､具体的には､弁

護士､医師､地方公共団体の職員､大学職員等が任命される。  

留置施設視察委員会は､留置施設の視察､被留置者との面接等の活動を通じ､留

置施設の運営の状況を把握した上で､留置業務管理者に対して意見を述べるこ

とを職務としており､警察本部長は､毎年､委員会が留置業務管理者に対して述

べた意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容をとりまとめ､

その概要を公表するものとされている。 

 



19 

 

（拘留者の登録） 

７５．刑事施設の長､少年院の長及び少年鑑別所の長は､新たに被収容者を収容

する場合には､令状､判決書､執行指揮書その他の収容の根拠となる文書の内容

を確認の上､その者が自由を剥奪された日時及び場所､自由の剥奪を命じた当局

及びその理由等について､被収容者ごとに被収容者身分帳簿又は少年簿に記入

して管理している。 

 

７６．また､刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律においては､被収

容者に対し､収容の開始後速やかに健康診断を実施することとされており､また､

被収容者が負傷し､若しくは疾病にかかっているとき､又はこれらの疑いがある

ときなどに該当する場合には､刑事施設の職員である医師等による診療（栄養補

給の処置を含む。）を行い､その他必要な医療上の措置をとるものとされている

ところ､健康診断及び診療を実施したときは､健康診断簿､診療録等に記録し､適

切に保管している。また､前述の改正少年院法及び少年鑑別所法においても､刑

事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と同様に､健康診断及び診療等

について規定されている。さらに､刑事施設等において被収容者が死亡した場合

には､その状況及び死因等について､死亡帳に記載して管理している。 

 

７７．なお､被収容者を刑事施設等から出所､出院又は退所させる場合には､そ

の者を釈放した日時又は他の拘禁施設へ移送した日時等について､被収容者ご

とに被収容者出所簿又は少年簿に記録して管理している。 

 

７８．留置施設においては､被留置者に関する最新の公的な記録として､「被留

置者名簿」「被留置者診療簿」等を作成して備え付けている。「被留置者名簿」

では逮捕日時､逮捕者の所属氏名､留置時の健康状態､釈放､移送等の情報を記録

している。「被留置者診療簿」では診療状況､診察結果等の情報を記録している。

被留置人が死亡した場合は､死亡の状況､死因及び遺体の搬送先について「被留

置者名簿」等に記録している。 

 

（留置施設における医師・家族・弁護士へのアクセス） 

７９．刑事収容施設法に基づき､留置業務管理者は､被留置者から体調不良の申

出がなされた場合又は被留置者に疾病・負傷の疑いが認められた場合は､その状

況を被留置者名簿等に記載し､留置業務管理者が委嘱する医師等による診察を

受けさせるなど､必要な医療上の措置をとることとしている。 

 

８０．被留置者の留置に関する規則（平成１９年国家公安委員会規則第１１号）
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は､留置業務管理者は､被留置者から申し出があった場合には､原則として､その

家族又はこれに代わるべき者に当該被留置者を留置している旨を通知しなけれ

ばならないとしている（同規則第８条）。留置担当官は､被留置者から弁護人の

選任等について申出があったときには､直ちに留置主任官に報告し､必要な措置

をとることとしている（同規則第１５条）。 

 

（外部交通） 

８１．被留置者には､刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律により､

親族・弁護人等と面会､信書の発受という外部交通が権利として保障されている。

被留置者と弁護人との面会は､施設の管理運営上やむを得ない場合を除き制限

なく面会できるよう配慮している。被留置者と弁護人以外の者との面会は､職員

の立ち会いのもと行われ､外国語による面会は､通訳を付して行われる。 

 

（捕虜取扱い法に基づく抑留等） 

８２．武力紛争下において､捕虜等の抑留対象者の取扱いは､ジュネーヴ第三条

約を始めとする国際人道法に従って行われることとされており､我が国におい

ては､国際法の誠実な遵守を規定した憲法第９８条の下､捕虜取扱い法を始めと

する関連国内法等によりこれらの的確な実施が担保されている。 

 

８３．具体的には､捕虜取扱い法において､抑留資格の認定に係る適正手続､捕

虜収容所における取扱い等が詳細に規定されるとともに､利益保護国代表､赤十

字国際機関等との面会､捕虜の所在情報等の本国、関係機関等への通知等につい

ても､ジュネーヴ諸条約及び捕虜取扱い法を始めとする関連国内法等に従って

適切に実施することとされている。特に関連する国内法令の規定を挙げれば以

下のとおり。 

 

８４．捕虜取扱い法第１０条により､抑留資格認定官が当該被拘束者が抑留対

象者に該当するかどうかの認定を行うことになっており､抑留資格認定官につ

いては､施行規則第６条において､陸上自衛隊においては各方面総監､海上自衛

隊においては各地方総監､航空自衛隊においては各航空方面隊司令官及び航空

混成団司令と規定されている。 

 

８５．捕虜取扱い法第８０条第１項において､①利益保護国代表､②指定赤十字

国際機関の代表及び③被収容者の刑事事件における弁護人からの面会申し出が

あったときは､面会を許可するものと規定されている。なお､この場合において

捕虜収容所の職員の立ち会いは行わないこととなっている。 
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８６．捕虜取扱い法第８１条第１項において､第８０条第１項に規定する者以

外の者からの面会についても､面会を必要とする特段の事情があり､かつ､当該

面会を許可することが捕虜収容所の管理運営上支障がないと認めるときは､防

衛大臣の定めるところにより､これを許可することができると規定されている。

なお､面会の相手方の用務の処理の目的に反しない限り､捕虜収容所の職員の立

ち会いを行うものとなっている。 

 

８７．捕虜取扱い法第２５条において､捕虜収容所長は､利益保護国代表並びに

指定赤十字国際機関（赤十字国際機関であって政令で定めるものをいう。以下

同じ。）及び指定援助団体（防衛大臣が指定する被収容者への援助を目的とする

団体をいう。以下同じ。）の代表が第三条約及び第一追加議定書の規定により遂

行するそれらの任務を尊重し､その遂行に支障が生じないよう特に配慮しなけ

ればならないと規定されている。 

 

８８．抑留された者の資格認定審査請求については､捕虜法第１０６条第１項

において､抑留令書の発布を受けた者は書面又は口頭で､審査会に対し､資格認

定審査請求をすることが規定されている。 

 

８９．捕虜法第１６７条において､抑留資格認定官は､現に身体を拘束している

被拘束者及び捕虜収容所における被収容者の収容状況において､防衛大臣に定

期的に報告しなければならないと規定されている。 

 

（精神保健福祉法に基づく措置入院手続､及び医療観察法に基づく入院） 

９０．精神保健福祉法第２９条の規定に基づき､入院措置処分の決定は､警察官

等からの通報､届出等により都道府県知事が指定医に診察をさせ､自傷他害のお

それがあると認めた場合に行うことができる。 

 

９１．精神保健福祉法第２９条に規定される入院措置については､行政不服審

査法に定められる審査請求の対象とされている。また､行政事件訴訟法に基づき､

都道府県等を被告として､処分の取り消しを訴えることができる。 

 

９２．精神保健福祉法第３６条第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行

動の制限及び第３７条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に基づ

き､通信・面会は基本的には自由であるが､病状の悪化を招くおそれがある場合

等の医療又は保護のための合理的な理由がある場合に､合理的な方法及び範囲
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における制限は認められる。ただし､その場合でも､都道府県及び法務局､地方法

務局その他の人権擁護に関する行政機関の職員､本人の代理人である弁護士と

の通信・面会の制限は認められない。また､外国人であっても､医学的理由を除

き､通信・面会は自由である。また､医療観察法に基づく入院についても､同様に､

医療観察法第９２条第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限及

び第９３条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める処遇の基準に基づき､

裁判所及び地方厚生局の職員､法務局､地方法務局その他人権擁護に関する行政

機関の職員並びに入院対象者の代理人又は付添人である弁護士との電話､面会

の制限は行うことができない。 

  

９３．本条約第１７条３（ｆ）に該当する診療録については､精神保健福祉法第

１９条の４の２及び医療観察法第８８条の規定に基づき､精神保健指定医がこ

れらの法律に規定された職務を行ったときは､遅滞なく診療録に記載しなけれ

ばならない。 

 

９４．精神保健福祉法第３８条の６の規定に基づき､厚生労働大臣又は都道府

県知事は､精神科病院に入院中の者の症状・処遇に関し､報告徴収､立入検査等を

行うことができる。また､入院届､定期病状報告､退院又は処遇改善請求を審査す

る精神医療審査会を設置している。また､医療観察法第９７条の規定に基づき､

厚生労働大臣は必要があると認めるときには､指定入院医療機関に入院中の者

の症状・処遇に関し､報告徴収､立入検査等を行うことができる。 

 

９５．精神保健福祉法第５５条、第５６条においては､精神科病院に入院中の者

の症状・処遇及び入院手続に関する報告徴収､立入検査等に応じず､若しくは虚

偽の報告をした者及び業務主体である法人に対して罰則規定を設けている。 

 

●第１８条 

 

９６．我が国の刑事手続上､勾留された場合には弁護人や弁護人がいなければ

被告人の法定代理人，保佐人，配偶者，直径の親族及び兄弟姉妹のうち被告人

の指定する者一人にその旨（勾留した裁判所名､勾留場所等の情報を含む）の通

知がなされ（刑事訴訟法第７９条）､また､勾留された本人以外にも弁護人や親

族は勾留された理由を開示するよう裁判所に求めることができ､その場合に裁

判所は勾留の理由を公開の法廷で告げなければならない（同法第８２条～第８

４条）。被告人に拘禁刑（懲役・禁錮）を科す裁判は公開の法廷で行われる。情
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報へのアクセスを要請した者等に対して脅迫行為を行えば､脅迫罪（刑法第２２

２条）が適用され得る。 

 

９７．適法に自由を剥奪され入国管理局に収容されている者の情報については､

被収容者の個人情報保護の観点から､情報提供を受ける者が正当な利益を有す

る者であっても､原則として入国管理局が積極的に情報を提供することはない

が､被収容者は､保安上支障があると認められる場合を除き､通信文の発受や電

話の使用が可能であり､単に本条約第１８条１に係る事項（ｅ及びｇを除く。）

を連絡するのであれば､被収容者自身が希望先への連絡をすることが可能であ

る。さらに被収容者は､国籍又は市民権の属する国の領事官や､訴訟代理人又は

弁護人である弁護士（依頼によりこれらの者になろうとする弁護士を含む。）と

の面会が可能であるほか､保安上又は衛生上支障がないと認められる場合には､

その他の者（特段の制限なし）との面会も可能であり､その際､本条約第１８条

１に係る事項を（ｅ及びｇを除く。）通知することも可能である。 

 

９８．被収容者が未成年者又は成年後見制度による後見を受けている者である

場合には､当該未成年者又は成年被後見人の法定代理人は､行政機関の保有する

個人情報の保護に関する法律（以下「行政機関個人情報保護法」という。）第１

２条に基づき､被収容者に係る本条約第１８条１に掲げる情報について保有個

人情報の開示請求を行うことができる。なお､行政機関個人情報保護法第１２条

第１項に基づく保有個人情報の開示請求は「何人」に対しても認められており､

同条第２項において､未成年者又は成年被後見人の法定代理人は､本人に代わっ

て開示請求をすることができる旨規定されている。 

 

９９．刑事施設､少年院､少年鑑別所及び婦人補導院においては､行政機関の保

有する個人情報の保護に関する法律に基づき､個人情報を保有､利用､提供等し

ている。留置施設においては､各都道府県の個人情報保護条例に基づき､個人情

報を保有等している。刑事施設等に対し､各種法令に基づき､自由を剥奪された

者に関する報告の請求があった場合､刑事施設等においては､その法令の範囲内

においてこれに回答している。なお､少年院及び少年鑑別所においては､在院者

及び在所者が入院又は入所したときは､速やかに､その旨をその保護者その他相

当と認める者に通知している。また､刑事施設等に外国人である被収容者が収容

された場合には､領事関係に関するウィーン条約等に基づき､当該者の国の領事

当局に通報している。 

 

１００．武力紛争下における捕虜等の所在情報等の本国､関係機関等への通知
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等については､ジュネーヴ諸条約及び捕虜取扱い法を含む関連国内法等に従っ

て適切に実施することとされている。 

 

１０１．特に､捕虜収容所処遇規則第４２条において､捕虜収容所長は､次のい

ずれかに該当するときは､被収容者に対し､同規則で定められている様式の通知

票の発信を許さなければならないと規定されている。 

①  収容が開始されたとき 
②  収容施設の変更その他の本人にあてた信書のあて先となるべき場

所が変更されたとき 
③  被収容者が負傷､疾病にかかった場合又はこれらの疑いがある場合

で捕虜収容所の職員である医師又は歯科医師以外の医師又は歯科医
師による診療を行わせるとき。 

 

●第１９条 

 

１０２．我が国の刑事施設､留置施設､少年院､少年鑑別所及び婦人補導院にお

いては､行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等に基づき､個人情報

を保有､利用､提供等している。 

 

１０３．ＤＮＡ型記録取扱規則において必要な手続を定めるとともに､行政機

関の保有する個人情報の保護に関する法律に則り､適切に運用している。 

 

１０４．ＤＮＡ型記録取扱規則第５条及び第６条に則り､被疑者に係るＤＮＡ

型記録及び遺留資料に係るＤＮＡ型記録の対照､整理保管を行うなどしている。 

 

１０５．ＤＮＡ型記録取扱規則第６条において､被疑者に係るＤＮＡ型記録及

び遺留資料に係るＤＮＡ型記録の保管に当たって､情報の漏えい､滅失又はき損

の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならないと規定されてい

る。 

 

１０６．ＤＮＡ型記録取扱規則第６条に則り､被疑者に係るＤＮＡ型記録及び

遺留資料に係るＤＮＡ型記録のデータベースが存在している。 

 

１０７．診療録については､精神保健福祉法第５３条及び医療観察法第１１７

条の規定に基づき､法に基づく職務の執行に関して診療録で知り得た人の秘密

を正当な理由なく､漏らした場合には罰則規定が適用される。 
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●第２０条 

 

１０８．第１９条の欄で記載したとおり､我が国の刑事施設､留置施設､少年院､

少年鑑別所及び婦人補導院においては､行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律等に基づき､個人情報を保有､利用､提供等している。 

 

１０９．行政機関個人情報保護法に基づき､その利用及び提供について制限が

なされており､例えば､当該本人が､難民認定申請者等である場合､同人がその情

報提供を希望しないことがあるほか､その性質上､同人の保護の観点や情報提供

に伴う本人又は第三者の権利を不当に侵害するおそれがあることを考慮すれば､

例外的に､当該権利を制限する必要が生じる。 

 

１１０．行政機関個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示請求に対する開

示又は不開示の決定に対しては､行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）

の規定により､当該決定があったことを知った日から６か月以内に､当該決定の

取消しを求める訴訟を提起することができる。また､開示請求に対し､相当の期

間内に何らかの処分をすべきであるのにかかわらず､これをしない場合には､不

作為の違法確認の訴えを提起することができる。 

 

１１１．行政機関個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示請求に対する開

示又は不開示の決定に対して不服がある場合には､上記とは別に､行政不服審査

法（昭和３７年法律第１６０号）の規定により､当該決定があったことを知った

日の翌日から起算して６０日以内に､当該処分をした行政庁又は当該処分をし

た行政庁の上級庁に対して不服申立てをすることができる。また､開示請求に対

し､相当の期間内に何らかの処分をすべきにもかかわらず､これをしない場合に

は､不作為についての不服申立てをすることができる。 

 

１１２．精神保健福祉法第３６条第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める

行動の制限及び第３７条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に基

づき､通信・面会は基本的には自由であるが､病状の悪化を招くおそれがある場

合等の医療又は保護のための合理的な理由がある場合に､合理的な方法及び範

囲における制限は認められる。ただし､その場合でも､都道府県及び法務局､地方

法務局その他の人権擁護に関する行政機関の職員､本人の代理人である弁護士

との通信・面会の制限は認められない。また､外国人であっても､医学的理由を

除き､通信・面会を行うことができる。 
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１１３．医療観察法に基づく入院についても､同様に､医療観察法の第９２条第

２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限及び第９３条第１項の規

定に基づき厚生労働大臣が定める処遇の基準に基づき､裁判所及び地方厚生局

の職員､法務局､地方法務局その他の人権擁護に関する行政機関の職員並びに入

院対象者の代理人又は付添人である弁護士との電話､面会の制限は行うことが

できない。 

 

●第２１条 

 

１１４．我が国の退去強制手続による収容は入管法第５章に定められており､

前述のとおり三審制を採用しており､以下のように適正手続を保障している。入

国警備官は収容令書により容疑者を収容したときは､４８時間以内に証拠物等

とともに当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならず､引渡しを受けた

入国審査官は当該容疑者が退去強制事由に該当するか否かをすみやかに審査し､

審査の結果､当該容疑者が退去強制事由に該当しないと認定したときは直ちに

その者を放免しなければならないこととされている。 

 

１１５．入国審査官による審査の結果､退去強制事由に該当すると認定された

場合であっても､特別審理官に対し口頭審理を請求することが認められており､

特別審理官は口頭審理の結果､入国審査官の認定が事実に相違すると判定した

ときは直ちにその者を放免しなければならないこととされている。さらに､入管

法上､特別審理官による判定に不服があるときは､法務大臣（権限を委任された

地方入国管理局長を含む。以下この項において同じ。）に対して異議を申し出る

ことが認められており､法務大臣が異議の申出に理由があると裁決したときも､

放免しなければならないこととされている。 

 

１１６．我が国の退去強制手続は､身柄を収容して進めることが原則とされて

いるものの､収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている場合で

あっても､人道的配慮を要するなどの情状等にかんがみ､身柄の拘束を解く必要

が生じたときには､職権又は請求により仮放免を認めるなど､人権保障の観点に

も十分配慮した弾力的な運用を行っている。 

 

１１７．被退去強制者を直ちに本邦外に送還することができないために収容し

た場合において､諸般の事情により､かなり長期間にわたって送還ができない客

観的事情がある場合には､住居及び行動範囲の制限､呼出に対する出頭の義務そ

の他必要と認める条件を附して､その者を放免することができる。 
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１１８．パラ１１４及び１１５で述べたとおり､入国審査官､特別審理官及び法

務大臣（権限を委任された地方入国管理局長を含む。）が解放の責任を負ってい

る。 

 

１１９．退去強制手続における収容令書や退去強制令書の発付処分等が違法で

あると考える被収容者は､人身保護法又は行政事件訴訟法に定める手続により､

これらの適法性について訴訟を提起し､裁判所の判断を求めることが可能であ

る。また､我が国の法制度上､違法な収容に対して､国家賠償法により賠償を請求

することも可能である。 

 

１２０．刑事施設の長､少年院の長､少年鑑別所の長及び婦人補導院の長は､被

収容者を釈放するに際しては､過誤による釈放又は収容の継続を防止するため､

釈放指揮書､少年院からの仮退院を許す決定書､被収容者身分帳簿その他の釈放

の根拠となる文書の内容の確認､写真との照合その他の必要な措置を講ずるも

のとされている。 

 

１２１．また､刑事施設の長､少年院の長及び婦人補導院の長は､刑の執行の終

了等により被収容者を釈放する場合には､確定裁判を言い渡した裁判所に対応

する検察庁の検察官及び被収容者の戸籍事務を管掌する市区町村長に通知する

こととされている。 

 

１２２．被留置者の釈放は､勾留の期間が満了したとき､勾留状が効力を失った

とき､検察官の釈放の指揮又は通知を受けたときに､直ちに行い､釈放手続が行

われたときは､検察官又は令状係事務官に対して､釈放した旨及びその年月日を

報告している。 

 

１２３．捕虜法第１３７条において､防衛大臣は武力攻撃事態に際して､遅滞な

く､武力攻撃事態における捕虜､衛生要員及び宗教要員の送還に関する基準を作

成するものとすると規定されている。 

 

１２４．精神保健福祉法第３８条の４及び第３８条の５の規定に基づき､入院

措置者からの退院請求又は処遇改善要求があった場合､精神医療審査会で入院

の必要性について審査を行い､その審査結果に基づいて都道府県知事は退院命

令等の措置を採らなければならない。 
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１２５．精神保健福祉法第２９条の４の規定に基づき､入院措置者の措置症状

が消失した場合､ただちに入院措置の解除が行われる。 

 

１２６．医療観察法第６４条の規定に基づき､入院対象者､保護者又は付添人は､

入院等の決定に対し､決定に影響を及ぼす法令違反､重大な事実の誤認又は処分

の著しい不当を理由とする場合に限り､決定から２週間以内に抗告できる。また

地方裁判所に対し､退院の許可又は医療の終了を申し立てることができる。 

 

●第２２条 

 

１２７．自由のはく奪に関する虚偽の記録を作成した公務員に対しては虚偽公

文書作成等（刑法第１５６条）､職権を濫用し､自由のはく奪に関する情報提供

を拒否することで権利行使を妨害した公務員に対しては公務員職権濫用（同法

第１９３条）が適用され得る。 

 

１２８．退去強制手続における外国人の収容については､収容令書の請求及び

執行を入国警備官が､収容令書の発付を主任審査官が行うなど､各権限を異なる

官職者に配分・担当させることで､相互のチェック機能を働かせ､適正手続を確

保している。また､内部の事務監査及び文書監査により､定期的に記録の確認を

行っている。上記の行為に関わった公務員に対する制裁として､虚偽公文書作成

（刑法第１５６条）､公務員職権濫用等（同法第１９３条～１９６条）等の刑罰

が課せられる場合があるほか､国家公務員法第８２条による懲戒処分となる場

合もある。 

 

１２９．刑事施設､留置施設､少年院､少年鑑別所及び婦人補導院の職員が､被収

容者に関する記録に関し､必要な情報を記録しなかった場合又は不正確な情報

を記録した場合､あるいは､法的要件を満たしているにもかかわらず､情報の提

供を拒否した場合又は不正確な情報を提供した場合には､公務員の服務上の義

務違反として､国家公務員法に基づく懲戒処分等に付される可能性があるほか､

虚偽公文書作成､公務員職権濫用等により刑事罰を科される可能性もある。 

 

１３０．精神保健福祉法第１９条の４の２の規定に基づき､精神保健指定医は､

同法に規定された職務を行ったときは､遅滞なく診療録に記載しなければなら

ない。同法第３８条の６の規定に基づき､厚生労働大臣又は都道府県知事は､必

要があると認めるときは､精神科病院に入院中の者の症状・処遇に関し､報告徴

収､立入調査等を行うことができ､この際､虚偽の報告をした者等には同法第５
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５条による罰則が科される。 

 

１３１．医療観察法第８８条の規定に基づき､精神保健指定医は､同法に規定さ

れた職務を行ったときは､遅滞なく診療録に記載しなければならない。同法第９

７条の規定に基づき､厚生労働大臣は､必要があると認めるときには､指定入院

医療機関に入院中の者の症状・処遇に関し､報告徴収､立入検査等を行うことが

でき､この際､虚偽の報告をした者等には同法第１１９条による罰則が科される。 

 

●第２３条 

 

１３２．検察官に対しては､その経験年数等に応じた各種研修において､本条約

を含む関連する人権条約に関する講義を行い､その教育に努めている。 

 

１３３．入国管理局では､外国人の人権に配慮した入管行政を遂行するため､入

国審査官や入国警備官等に対する各種職員研修の場を通じ国際法や関連する人

権条約等に関して､１年間に複数回の研修を実施し､人権に対する意識の一層の

向上を図っている。入国管理局では､上記の研修に加え､入管法違反の調査に専

従する職員､収容施設の管理・運営､被収容者の処遇に従事する職員など､専門業

務に特化した研修も行っている。なお､入国管理局職員については主に法務省と

法務省の施設等機関である法務総合研究所が研修及び訓練の責任を負っている。 

 

１３４．我が国では､本条約を締結するにあたり､入管法の一部を改正し､退去

強制を受ける者を送還する場合の送還先について､本条約第１６条１に規定す

る「強制失踪の対象とされるおそれがあると信ずるに足りる実質的な理由があ

る国」を含まないことを明文化（入管法第５３条第３項第３号）し､２０１０年

１２月２３日から施行している。本条約発効に伴う送還先の決定について､２０

１０年１２月２２日､地方入国管理官署に対し､より一層の注意を払い今後も遺

漏なく対応するよう指示しており､その後も引き続き適切な対処に努めている。 

 

１３５．また､入国管理局職員は､上述のとおりの各レベルの研修等を通じて､

自己に科せられた義務を理解している。なお､国家公務員法の規定により､国家

公務員には法令順守義務があり､違法な命令に服従しなくても懲戒処分・刑事処

分の対象とならない。 

 

１３６．刑事施設､少年院､少年鑑別所及び婦人補導院の職員に対しては､矯正

研修所における各種プログラムにおいて､被収容者の人権尊重を図る観点から､
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関連する人権条約､国際連合において作成された被拘禁者処遇最低基準規則等

の国際的なガイドライン等を踏まえた被収容者の人権に関する講義を実施して

いる。 

 

１３７．警察は犯罪捜査等の人権に関わりの深い職務を行っていることから､

新たに採用された警察職員や昇任した警察職員に対して義務づけられている警

察学校における研修において､人権に配意した適正な職務執行を行うために､憲

法､刑法､刑事訴訟法（本条約を担保している国内法）や人権の国際的潮流等に

ついて教育を行っている。また､犯罪捜査､留置業務に従事する職員に対する各

種の専門的研修においても､人権に配意した適正な職務執行を行うための専門

的な知識､技能を修得させるための教育を行っている。 

 

１３８．警察は､関係職員の能力を確保するために､上記の研修を､採用時､昇任

時及び各種専門研修の都度行っている。警察職員に対する訓練については､警察

庁及び各都道府県警察がその責任を負っている。 

 

１３９．精神保健福祉法第１９条の規定に基づき､入院措置の判断等を行う精

神保健指定医は､資格取得後､五年度ごとに研修の受講を義務づけている。 

 

●第２４条 

 

１４０．刑事訴訟法等の､「被害者等」は､被害者だけでなく､被害者が死亡した

場合若しくはその心身に重大な故障がある場合における配偶者､直系の親族若

しくは兄弟姉妹を含む（同法第２９０条の２）。（犯罪被害者等の権利利益の保

護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第２条も同様。）被害者等

が通知を希望した場合は､事件の処分結果や刑事裁判の結果などに関する情報

が被害者等に通知される。 

 

１４１．被害者等は､第１回公判後に公判記録を閲覧・謄写することができる

（犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第３

条）。被害者等は､刑事確定訴訟記録や不起訴記録について､一定の場合に閲覧を

することができる（刑事確定訴訟記録法第４条等）。 

 

１４２．強制失踪行為により財産的損害を被った者は､加害者に対し､不法行為

（民法第７０９条）に基づく損害賠償請求をすることができる。また､民法第７

１１条は､「他人の生命を侵害した者は､被害者の父母､配偶者及び子に対しては､
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その財産権が侵害されなかった場合においても､損害の賠償をしなければなら

ない。」と規定しており､強制失踪行為により直接の被害者が死亡した場合､その

父母等は､本条に基づき､その精神的損害につき加害者に対して損害賠償請求を

することができる。 

 

１４３．民法第７０９条は､「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護

される利益を侵害した者は､これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

と規定し､同第７１０条は､「他人の身体､自由若しくは名誉を侵害した場合又は

他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず､前条の規定により損

害賠償の責任を負う者は､財産以外の損害に対しても､その賠償をしなければな

らない。」と規定しており､強制失踪の被害者は､これらの規定に基づき､加害者

に対して損害賠償請求をすることができる。また､損害賠償請求権を有する被害

者は､民事訴訟手続によって､その請求権を実現することができる。児童も､当事

者（原告）となることができる（民事訴訟法第２８条）。民事訴訟手続に関して

は､民事訴訟法に規定されている。 

 

１４４．民法第３０条第１項は「不在者の生死が七年間明らかでないときは､家

庭裁判所は､利害関係人の請求により､失踪の宣告をすることができる。」と規定

し､同条第２項は「戦地に臨んだ者､沈没した船舶の中に在った者その他死亡の

原因となるべき危難に遭遇した者の生死が､それぞれ､戦争が止んだ後､船舶が

沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも､前項と同

様とする。」と規定する。 

 

１４５．民法第３１条は､同第３０条の失踪宣告の効力について､「前条第一項

の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に､同条第二項

の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に､死亡したものと

みなす。」と規定している。 

 

１４６．失踪者に未成年の子が存在する場合に､失踪者に失踪宣告がされた結

果､子に対して親権を行う者がいなくなったときには､子について未成年後見が

開始され､未成年後見人が選任される。これによって､子の権利保護が図られる

（民法第８３８条第１号､第８３９条以下）。 

 

１４７．失踪者の遺体を含め､警察が身元不明の死体を取り扱う場合には､指紋

やＤＮＡ型鑑定等により身元を特定し､遺族に引き渡すことになる。その際､死

者への礼を尽くすという観点から､遺族に引き渡す前に､血液その他の汚れを除
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去する､傷を修復するなどの配慮を行っている。 

 

１４８．行方不明者発見活動に関する規則第２４条の２及び第２４条の３に則

り､特異行方不明者又はその親子に係るＤＮＡ型記録の整理保管及び身元が明

らかでない変死者等に係るＤＮＡ型記録との対照を行っている。また､ＤＮＡ型

記録取扱規則第５条及び第６条に則り､身元が明らかでない変死者等に係るＤ

ＮＡ型記録の整理保管及び被疑者に係るＤＮＡ型記録又は特異行方不明者若し

くはその親子に係るＤＮＡ型記録との対照を行っている。 

 

１４９．強制失踪行為が､公務員による職務執行として行われた違法な公権力

の行使に該当し､これによって強制失踪の被害者に損害が生じた場合には､当該

被害者は､国家賠償請求（国家賠償法第１条１項）をすることができる。 

 

●第２５条 

 

１５０．強制失踪の対象とされた児童を不当に移動させる行為､父母が強制失

踪の対象とされた児童や強制失踪の対象とされた母がその間に産んだ児童を不

当に移動させる行為については､刑法の略取､誘拐及び人身売買の各罪が行為の

態様や目的等に応じて適用される。 

 

１５１．上記児童の身元関係事項を証明する文書を偽造する行為については､

公文書偽造等（刑法第１５５条）や公正証書原本不実記載等（同法第１５７条）

等が適用され､また､真正な身元関係事項を証明する公文書を隠匿､廃棄する行

為については､公用文書等毀棄（同法第２５８条）が適用され得る。 

 

１５２．刑事手続における失踪した児童の捜索と特定については､刑事訴訟法

に則り､捜査機関により行われることになる。また､行方不明者発見活動に関す

る規則第２４条の２及び第２４条の３に則り､特異行方不明者又はその親子に

係るＤＮＡ型記録の整理保管及び身元が明らかでない変死者等に係るＤＮＡ型

記録との対照を行っている。 

 

１５３．児童を被害者とする強制失踪事件が起訴された場合､その公判におい

て児童は､被害に関する心情その他事件に関する意見を陳述することができる

（刑事訴訟法第２９２条の２）。 

 

１５４．児童が強制失踪犯罪の被害にあって保護者から引き離され､真実の身
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元関係を隠匿する等の目的で他人の養子にされたような場合には､当事者間に

縁組をする意思がない場合に当たり､縁組は無効になるものと考えられる（民法

第８０２条）。また､１５歳未満の者を養子とする場合における父母の同意（民

法第７９７条）や未成年者を養子とする場合における家庭裁判所の許可（民法

第７９８条）等の民法上の縁組の要件を欠くときには､養子縁組の取消しを請求

することができる（民法第８０３条以下）。 

 

１５５．児童であっても意思能力を有する者は､養子縁組の無効及び取消しの

訴え､離縁の訴え及び養親子関係の存否の確認の訴え等の人事訴訟事件並びに

これらの調停事件において､当事者又は参加人として､自ら意見を表明すること

ができる（当事者能力について人事訴訟法第１３条第１項､第２条第３号､家事

事件手続法第２５２条第１項第５号､参加について民事訴訟法第４２条､家事事

件手続法第４１条､第４２条）。 

 

１５６．家事事件手続法第６５条は､「家庭裁判所は､…未成年である子がその

結果により影響を受ける家事審判の手続においては､子の陳述の聴取､家庭裁判

所調査官による調査その他の適切な方法により､子の意思を把握するように努

め､審判をするに当たり､子の年齢及び発達の程度に応じて､その意思を考慮し

なければならない。」と定めており（同条は､同法第２５８条によって家事調停

に準用されている。）､実務上も､子の心理的負担等に配慮しつつ､できる限り子

の意思を適切に把握するという運用がされている。 

 

１５７．また､前記のように､児童であっても意思能力がある限りは完全な手続

行為能力を有するとされているものの､児童が現実に手続行為を適切に行うこ

とは困難な場合も少なくないと考えられる。そこで､児童の利益を保護するため

に､裁判長が､申立てにより又は職権で､弁護士を手続代理人に選任することが

できることとされている（人事訴訟法１３条２項ないし４項､家事事件手続法２

３条）。 

 

１５８．養子縁組は､縁組の当時における養親となるべき者の本国法によるが､

養子の側の利益保護のため､養子となるべき者の本国法によればその者若しく

は第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養

子縁組の成立の要件であるときは､その要件をも備えなければならないとされ

ている（法の適用に関する通則法第３１条第１項）。 

 

１５９．準拠法が外国法によるべき場合において､日本の法秩序にとって容認
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しがたい結果をもたらす事態を回避するため､当該外国法の規定の適用が公の

秩序又は善良の風俗に反するときは､これを適用しないこととされる（法の適用

に関する通則法第４２条）。 

 

１６０．未成年者は､人事訴訟においては､意思能力のある限り､訴訟能力を有

するので､児童は､当事者又は補助参加人として､自ら又は法定代理人を通じて

意見を表明することができる。家事審判及び家事調停においても､未成年者は､

同様に意思能力のある限り当事者又は参加人として､自ら又は法定代理人を通

じて意見を表明することができる。なお､家事審判においては､父母の離婚又は

認知等の際の子の監護に関する審判､親権者指定事件､親権者変更事件等に関す

る審判を行う際には､子が満１５歳以上である場合には子の陳述を聴取しなけ

ればならないとされている。また､満１５歳未満の場合や､その他の事件につい

ても､家庭裁判所は職権で子の意見を聴取することができるほか､子が自発的に

意見を述べたいという場合には､これを妨げるものではない（児童の権利条約

（第１回政府報告）パラ６５）。  

 

１６１．司法上の手続に関して､我が国では､一般的に､自らが裁判の当事者又

は利害関係人となる場合には､自己の意見を述べる機会が保障されている。しか

し､人事訴訟､身分関係の発生､変更､消滅に関する家事審判及び家事調停の各手

続においては､事理弁識能力を欠く未成年者は法定代理人を通じて手続上の行

為をしなければならず､また､民事訴訟（人事訴訟を除く。）､行政訴訟及び民事

調停の各手続においては､未成年者（２０歳未満）は法定代理人を通じて手続上

の行為をしなければならない（児童の権利条約（第２回政府報告）パラ１２７）。  

 

１６２．未成年者は､年齢にかかわらず､民事訴訟及び行政訴訟の当事者となり

得るし､また､未成年者自身が当事者とはされていない訴訟についても､当該「訴

訟の結果について利害関係を有する」場合（民事訴訟法第４２条）等には当該

訴訟に参加することができるものとされている。ただし､訴えの提起などの訴訟

行為については､原則として､親権者等の法定代理人が行うものとされている

（なお､人事訴訟については､未成年者であっても訴訟行為をすることができる

ものとされている（人事訴訟法第１３条第１項参照）。）（児童の権利条約（第３

回政府報告）パラ１９９）。 

 

１６３．家事審判手続においては､児童の福祉に直接関わるような類型（具体的

には子の監護者の指定その他子の監護に関する処分事件､親権者の指定又は変

更事件があり､子の引渡しや面接交渉は前者に含まれる。）の家事審判事件を審
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理する場合､法令上､１５歳以上の児童については陳述の聴取が必要とされてい

る（家事事件手続法第１５２条第２項､第１６９条第１項第１号等､）。また､１

５歳未満の児童についても､適切な方法により子の意思の把握に努め､審判をす

るにあたり､子の年齢及び発達の程度に応じて､その意思を考慮しなければなら

ないと､､､されている（同法第６５条）。また､人事訴訟においても､離婚訴訟等

において１５歳以上の子について親権者指定等の裁判をする場合には､当該子

の陳述を聴取しなければならないものとされている（人事訴訟法第３２条第４

項）（児童の権利条約（第３回政府報告）パラ２０１）。 

 

１６４．警察では､行方不明者の親権を行う者､後見人その他の社会生活におい

て密接な関係を有する者から行方不明に係る届出を受理し､当該行方不明者に

係る情報を全国の警察で共有しており､警ら､巡回連絡､少年補導､交通の取締り､

捜査その他の警察活動を通じて､行方不明者の発見に努めているほか､行方不明

者の疑いのある者､迷い人､身元不明死体を発見した際等には､行方不明者届出

に該当するものがないか照会している。 

 

●第３１条（個人通報制度） 

 

１６５．第３１条の定める個人通報制度については､条約の実施の効果的な担

保を図るとの趣旨から注目すべき制度と認識。同制度の受入れに当たっては､我

が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無及び個人通報制度を受け入

れる場合の実施体制といった検討課題があると認識している。同制度の受入れ

の是非については､各方面から寄せられる意見も踏まえつつ､真剣に検討を進め

ている。２０１０年４月には､外務省内に人権条約履行室を立ち上げた。引き続

き､同制度の受入れの是非につき検討を進めていく。 

 

●第３２条（国家通報制度） 

 

１６６．本条約第３２条について､我が国は､この条約に基づく義務が他の締約

国によって履行されていない旨主張する通報を委員会が受理し､及び検討する

権限を有することを認めることを宣言している。 
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【別添１】 

強制失踪に関連する刑法（抜粋） 

 

（犯人蔵匿等） 

第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し､

又は隠避させた者は､二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 

 

（証拠隠滅等） 

第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し､偽造し､若しくは変造し､又は

偽造若しくは変造の証拠を使用した者は､二年以下の懲役又は二十万円以下の

罰金に処する。 

 

（公文書偽造等） 

第百五十五条 行使の目的で､公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用

して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し､又は偽造

した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務

員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は､一年以上十年以下の懲役に

処する。 

２ 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も､前項

と同様とする。 

３ 前二項に規定するもののほか､公務所若しくは公務員の作成すべき文書若し

くは図画を偽造し､又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を

変造した者は､三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 

 

（虚偽公文書作成等） 

第百五十六条 公務員が､その職務に関し､行使の目的で､虚偽の文書若しくは図

画を作成し､又は文書若しくは図画を変造したときは､印章又は署名の有無によ

り区別して､前二条の例による。 

 

（公正証書原本不実記載等） 

第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして､登記簿､戸籍簿その他の権利若

しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ､又は権利若しくは義

務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた

者は､五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

javascript:void(0);
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２ 公務員に対し虚偽の申立てをして､免状､鑑札又は旅券に不実の記載をさせた

者は､一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 

３ 前二項の罪の未遂は､罰する。 

 

（偽造公文書行使等） 

第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し､又は前

条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は､その文書若

しくは図画を偽造し､若しくは変造し､虚偽の文書若しくは図画を作成し､又は

不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 

２ 前項の罪の未遂は､罰する。 

 

（私文書偽造等） 

第百五十九条 行使の目的で､他人の印章若しくは署名を使用して権利､義務若し

くは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し､又は偽造した他人の印章若

しくは署名を使用して権利､義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画

を偽造した者は､三月以上五年以下の懲役に処する。 

２ 他人が押印し又は署名した権利､義務又は事実証明に関する文書又は図画を

変造した者も､前項と同様とする。 

３ 前二項に規定するもののほか､権利､義務又は事実証明に関する文書又は図画

を偽造し､又は変造した者は､一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 

（虚偽診断書等作成） 

第百六十条 医師が公務所に提出すべき診断書､検案書又は死亡証書に虚偽の記

載をしたときは､三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 

 

（偽造私文書等行使） 

第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は､その文書若しくは図画を

偽造し､若しくは変造し､又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 

２ 前項の罪の未遂は､罰する。 

 

（電磁的記録不正作出及び供用） 

第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で､その事務処理の用に供する

権利､義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は､五年以下の懲

役又は五十万円以下の罰金に処する。 

２ 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは､

十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
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３ 不正に作られた権利､義務又は事実証明に関する電磁的記録を､第一項の目的

で､人の事務処理の用に供した者は､その電磁的記録を不正に作った者と同一の

刑に処する。 

４ 前項の罪の未遂は､罰する。 

 

（公務員職権濫用） 

第百九十三条 公務員がその職権を濫用して､人に義務のないことを行わせ､又は

権利の行使を妨害したときは､二年以下の懲役又は禁錮に処する。 

 

（特別公務員職権濫用） 

第百九十四条 裁判､検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助

する者がその職権を濫用して､人を逮捕し､又は監禁したときは､六月以上十年

以下の懲役又は禁錮に処する。 

 

（特別公務員暴行陵虐） 

第百九十五条 裁判､検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助

する者が､その職務を行うに当たり､被告人､被疑者その他の者に対して暴行又

は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは､七年以下の懲役又は禁錮に処する。 

２ 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対し

て暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも､前項と同様とする。 

 

（特別公務員職権濫用等致死傷） 

第百九十六条 前二条の罪を犯し､よって人を死傷させた者は､傷害の罪と比較し

て､重い刑により処断する。 

 

（暴行） 

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは､二年以下の

懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 

 

（逮捕及び監禁） 

第二百二十条 不法に人を逮捕し､又は監禁した者は､三月以上七年以下の懲役に

処する。 

 

（逮捕等致死傷） 

第二百二十一条 前条の罪を犯し､よって人を死傷させた者は､傷害の罪と比較し

て､重い刑により処断する。 
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（未成年者略取及び誘拐） 

第二百二十四条 未成年者を略取し､又は誘拐した者は､三月以上七年以下の懲役

に処する。 

 

（営利目的等略取及び誘拐） 

第二百二十五条 営利､わいせつ､結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的

で､人を略取し､又は誘拐した者は､一年以上十年以下の懲役に処する。 

 

（身の代金目的略取等） 

第二百二十五条の二 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する

者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で､人を略取し､又は誘拐した者は､

無期又は三年以上の懲役に処する。 

２ 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否

を憂慮する者の憂慮に乗じて､その財物を交付させ､又はこれを要求する行為を

したときも､前項と同様とする。 

 

（所在国外移送目的略取及び誘拐） 

第二百二十六条 所在国外に移送する目的で､人を略取し､又は誘拐した者は､二

年以上の有期懲役に処する。 

 

（人身売買） 

第二百二十六条の二 人を買い受けた者は､三月以上五年以下の懲役に処する。 

２ 未成年者を買い受けた者は､三月以上七年以下の懲役に処する。 

３ 営利､わいせつ､結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で､人を買い

受けた者は､一年以上十年以下の懲役に処する。 

４ 人を売り渡した者も､前項と同様とする。 

５ 所在国外に移送する目的で､人を売買した者は､二年以上の有期懲役に処する。 

 

（被略取者等所在国外移送） 

第二百二十六条の三 略取され､誘拐され､又は売買された者を所在国外に移送し

た者は､二年以上の有期懲役に処する。 

 

（被略取者引渡し等） 

javascript:void(0);
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第二百二十七条 第二百二十四条､第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を

幇助する目的で､略取され､誘拐され､又は売買された者を引き渡し､収受し､輸

送し､蔵匿し､又は隠避させた者は､三月以上五年以下の懲役に処する。 

２ 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で､略取され又は

誘拐された者を引き渡し､収受し､輸送し､蔵匿し､又は隠避させた者は､一年以

上十年以下の懲役に処する。 

３ 営利､わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で､略取され､誘拐

され､又は売買された者を引き渡し､収受し､輸送し､又は蔵匿した者は､六月以

上七年以下の懲役に処する。 

４ 第二百二十五条の二第一項の目的で､略取され又は誘拐された者を収受した

者は､二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が

近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて､

その財物を交付させ､又はこれを要求する行為をしたときも､同様とする。 

 

（未遂罪） 

第二百二十八条 第二百二十四条､第二百二十五条､第二百二十五条の二第一項､

第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで

及び第四項前段の罪の未遂は､罰する。 

 

（解放による刑の減軽） 

第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第

四項の罪を犯した者が､公訴が提起される前に､略取され又は誘拐された者を安

全な場所に解放したときは､その刑を減軽する。 

 

（身の代金目的略取等予備） 

第二百二十八条の三 第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で､その予備を

した者は､二年以下の懲役に処する。ただし､実行に着手する前に自首した者は､

その刑を減軽し､又は免除する。 

 

（親告罪） 

第二百二十九条 第二百二十四条の罪､第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇

助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこ

れらの罪の未遂罪は､営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場

合を除き､告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし､略取され､誘

拐され､又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは､婚姻の無効又は取消しの

裁判が確定した後でなければ､告訴の効力がない。 
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（脅迫） 

第二百二十二条 生命､身体､自由､名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して

人を脅迫した者は､二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

２ 親族の生命､身体､自由､名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅

迫した者も､前項と同様とする。 

 

（公用文書等毀棄） 

第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は､三月

以上七年以下の懲役に処する。 
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【別添２】 

出入国管理及び難民認定法（抄） 

 

（審査後の手続） 

第四十七条 入国審査官は､審査の結果､容疑者が第二十四条各号のいずれにも

該当しないと認定したときは､直ちにその者を放免しなければならない。 

２ 入国審査官は､審査の結果､容疑者が出国命令対象者に該当すると認定した

ときは､速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合に

おいて､入国審査官は､当該容疑者が第五十五条の三第一項の規定により出国

命令を受けたときは､直ちにその者を放免しなければならない。 

３ 入国審査官は､審査の結果､容疑者が退去強制対象者に該当すると認定した

ときは､速やかに理由を付した書面をもつて､主任審査官及びその者にその旨

を知らせなければならない。 

４ 前項の通知をする場合には､入国審査官は､当該容疑者に対し､第四十八条

の規定による口頭審理の請求をすることができる旨を知らせなければならな

い。 

５ 第三項の場合において､容疑者がその認定に服したときは､主任審査官は､

その者に対し､口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させ､速やか

に第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。 

 

（口頭審理） 

第四十八条 前条第三項の通知を受けた容疑者は､同項の認定に異議があると

きは､その通知を受けた日から三日以内に､口頭をもつて､特別審理官に対し口

頭審理の請求をすることができる。 

２ 入国審査官は､前項の口頭審理の請求があつたときは､第四十五条第二項の

調書その他の関係書類を特別審理官に提出しなければならない。 

３ 特別審理官は､第一項の口頭審理の請求があつたときは､容疑者に対し､時

及び場所を通知して速やかに口頭審理を行わなければならない。 

４ 特別審理官は､前項の口頭審理を行つた場合には､口頭審理に関する調書を

作成しなければならない。 

５ 第十条第三項から第六項までの規定は､第三項の口頭審理の手続に準用す

る。 

６ 特別審理官は､口頭審理の結果､前条第三項の認定が事実に相違すると判定

したとき（容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とする

場合に限る。）は､直ちにその者を放免しなければならない。 
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７ 特別審理官は､口頭審理の結果､前条第三項の認定が事実に相違すると判定

したとき（容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とする場合に限る。）

は､速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合におい

て､特別審理官は､当該容疑者が第五十五条の三第一項の規定により出国命令

を受けたときは､直ちにその者を放免しなければならない。 

８ 特別審理官は､口頭審理の結果､前条第三項の認定が誤りがないと判定した

ときは､速やかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに､当

該容疑者に対し､第四十九条の規定により異議を申し出ることができる旨を知

らせなければならない。 

９ 前項の通知を受けた場合において､当該容疑者が同項の判定に服したとき

は､主任審査官は､その者に対し､異議を申し出ない旨を記載した文書に署名さ

せ､速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。 

 

（異議の申出） 

第四十九条 前条第八項の通知を受けた容疑者は､同項の判定に異議があると

きは､その通知を受けた日から三日以内に､法務省令で定める手続により､不服

の事由を記載した書面を主任審査官に提出して､法務大臣に対し異議を申し出

ることができる。 

２ 主任審査官は､前項の異議の申出があつたときは､第四十五条第二項の審査

に関する調書､前条第四項の口頭審理に関する調書その他の関係書類を法務大

臣に提出しなければならない。 

３ 法務大臣は､第一項の規定による異議の申出を受理したときは､異議の申出

が理由があるかどうかを裁決して､その結果を主任審査官に通知しなければな

らない。 

４ 主任審査官は､法務大臣から異議の申出（容疑者が第二十四条各号のいずれ

にも該当しないことを理由とするものに限る。）が理由があると裁決した旨の

通知を受けたときは､直ちに当該容疑者を放免しなければならない。 

５ 主任審査官は､法務大臣から異議の申出（容疑者が出国命令対象者に該当す

ることを理由とするものに限る。）が理由があると裁決した旨の通知を受けた

場合において､当該容疑者に対し第五十五条の三第一項の規定により出国命令

をしたときは､直ちにその者を放免しなければならない。 

６ 主任審査官は､法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知

を受けたときは､速やかに当該容疑者に対し､その旨を知らせるとともに､第五

十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。 

 

（退去強制令書の執行） 
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第五十二条 退去強制令書は､入国警備官が執行するものとする。 

２ 警察官又は海上保安官は､入国警備官が足りないため主任審査官が必要と

認めて依頼したときは､退去強制令書の執行をすることができる。 

３ 入国警備官（前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保

安官を含む。以下この条において同じ。）は､退去強制令書を執行するときは､

退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して､速やかにその者を

次条に規定する送還先に送還しなければならない。ただし､第五十九条の規定

により運送業者が送還する場合には､入国警備官は､当該運送業者に引き渡す

ものとする。 

４ 前項の場合において､退去強制令書の発付を受けた者が､自らの負担により､

自ら本邦を退去しようとするときは､入国者収容所長又は主任審査官は､その

者の申請に基づき､これを許可することができる。この場合においては､退去強

制令書の記載及び次条の規定にかかわらず､当該申請に基づき､その者の送還

先を定めることができる。 

５ 入国警備官は､第三項本文の場合において､退去強制を受ける者を直ちに本

邦外に送還することができないときは､送還可能のときまで､その者を入国者

収容所､収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場

所に収容することができる。 

６ 入国者収容所長又は主任審査官は､前項の場合において､退去強制を受ける

者を送還することができないことが明らかになつたときは､住居及び行動範囲

の制限､呼出に対する出頭の義務その他必要と認める条件を附して､その者を

放免することができる。 

 

（送還先） 

第五十三条 退去強制を受ける者は､その者の国籍又は市民権の属する国に送

還されるものとする。 

２ 前項の国に送還することができないときは､本人の希望により､左に掲げる

国のいずれかに送還されるものとする。 

一 本邦に入国する直前に居住していた国 

二 本邦に入国する前に居住していたことのある国 

三 本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国 

四 出生地の属する国 

五 出生時にその出生地の属していた国 

六 その他の国 

３ 前二項の国には､次に掲げる国を含まないものとする。 

一 難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国（法務大臣が日本国
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の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く。） 

二 拷問及び他の残虐な､非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関

する条約第三条第一項に規定する国 

三 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約第十六条第一項に規

定する国 

 

（仮放免） 

第五十四条 収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者

又はその者の代理人､保佐人､配偶者､直系の親族若しくは兄弟姉妹は､法務省

令で定める手続により､入国者収容所長又は主任審査官に対し､その者の仮放

免を請求することができる。 

２ 入国者収容所長又は主任審査官は､前項の請求により又は職権で､法務省令

で定めるところにより､収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されて

いる者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格､資産等

を考慮して､三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付

させ､かつ､住居及び行動範囲の制限､呼出しに対する出頭の義務その他必要と

認める条件を付して､その者を仮放免することができる。 

３ 入国者収容所長又は主任審査官は､適当と認めるときは､収容令書又は退去

強制令書の発付を受けて収容されている者以外の者の差し出した保証書をも

つて保証金に代えることを許すことができる。保証書には､保証金額及びいつ

でもその保証金を納付する旨を記載しなければならない。 
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【別添３】 

武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律（抜粋） 
（平成十六年六月十八日法律第百十七号） 

（抑留資格認定） 

 

第十条  抑留資格認定官は､第六条第二項又は前条第四項の規定により被拘束者

の引渡しを受けたときは､速やかに､当該被拘束者が抑留対象者に該当するかど

うかの認定（抑留対象者に該当する場合にあっては､第三条第四号イからルまで

のいずれに該当するかの認定を含む。以下「抑留資格認定」という。）をしなけ

ればならない。  

（利益保護国等への配慮）  

第二十五条  捕虜収容所長は､利益保護国代表並びに指定赤十字国際機関（赤十

字国際機関であって政令で定めるものをいう。以下同じ。）及び指定援助団体（防

衛大臣が指定する被収容者への援助を目的とする団体をいう。以下同じ。）の代

表が第三条約及び第一追加議定書の規定により遂行するそれらの任務を尊重し､

その遂行に支障が生じないよう特に配慮しなければならない。  

（健康診断）  

第三十一条  捕虜収容所においては､収容の開始後速やかに､及び毎月一回以上

定期的に､被収容者の健康診断を行うものとする。捕虜収容所における保健衛生

上必要があるときも､同様とする。  

２  被収容者は､前項の規定による健康診断を受けなければならない。この場合

においては､その健康診断の実施のため必要な限度内における採血､エックス線

撮影その他の医学的処置を拒むことはできない。 

（利益保護国代表等による面会）  
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第八十条  捕虜収容所長は､被収容者に対し､次に掲げる者から面会の申出があ

ったときは､これを許可するものとする。この場合において､捕虜収容所の職員

による立会いは､行わない。  

一  利益保護国代表  

二  指定赤十字国際機関の代表  

三  被収容者の刑事事件における弁護人  

２  捕虜収容所長は､前項の規定により面会を許可するときは､防衛省令で定め

るところにより､面会の相手方の用務の処理の目的を妨げない範囲内において､

面会の時間及び場所その他の捕虜収容所の管理運営上著しい支障を及ぼさない

ようにするための必要最小限の事項について指定することができる。 

（その他の者との面会）  

第八十一条  捕虜収容所長は､被収容者に対し､前条第一項各号に掲げる者以外

の者から面会の申出があった場合において､面会を必要とする特段の事情があ

り､かつ､当該面会を許可することが捕虜収容所の管理運営上支障がないと認め

るときは､防衛大臣の定めるところにより､これを許可することができる。  

２  前項の面会には､面会の相手方の用務の処理の目的に反しない限り､捕虜収

容所の職員による立会いを行うものとする。  

３  面会の立会いに当たる捕虜収容所の職員は､被収容者又は面会の相手方が面

会の許可に係る用務の処理のために必要な範囲を明らかに逸脱する行為又は発

言を行ったときは､その行為若しくは発言を制止し､又はその面会を一時停止さ

せることができる。この場合においては､面会の一時停止のため､面会の場所か

ら被収容者又は面会の相手方を退出させることその他必要な処置をとることが

できる。  
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４  捕虜収容所長は､前項の規定により面会が一時停止された場合において､面

会を継続させることが相当でないと認めるときは､その面会を終わらせること

ができる。  

（抑留された者の資格認定審査請求）  

第百六条  第十八条の規定による抑留令書の発付を受けた者は､第十六条第一項

又は第三項の抑留資格認定（同項の抑留資格認定にあっては､同条第二項の規定

による抑留する必要性についての判定を含む。第百二十一条第二項及び第三項

を除き､以下同じ。）に不服があるときは､政令で定めるところにより､書面又は

口頭で､審査会に対し､資格認定審査請求をすることができる。  

２  前項の資格認定審査請求は､第十九条第二項の規定により抑留令書が示され

た日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。ただし､正当な事由

によりこの期間内に資格認定審査請求をすることができなかったことを疎明し

たときは､この限りでない。  

３  第一項の資格認定審査請求は､抑留資格認定官又は捕虜収容所長を経由して

することができる。  

４  前項の場合における資格認定審査請求の期間の計算については､その経由し

た機関に資格認定審査請求書を提出し､又は口頭で陳述した時に資格認定審査

請求があったものとみなす。  

（基準の作成）  

第百三十七条  防衛大臣は､武力攻撃事態に際して､遅滞なく､次に掲げる武力攻

撃事態における捕虜､衛生要員及び宗教要員の送還に関する基準を作成するも

のとする。  

一  重傷病認定基準（抑留されている捕虜､衛生要員又は宗教要員が送還対象重

傷病者（第三条約第百十条第一項（１）から（３）までに掲げる者に該当し､か



49 

 

つ､移動に適する状態にあるものをいう。以下同じ。）に該当するかどうかの認

定の基準をいう。以下同じ。）  

二  衛生要員送還基準（被収容者の人数に応じて抑留することができる衛生要員

の人数の上限及びその業務内容の区分に応じて抑留することができる衛生要員

の人数の上限並びにこれらの上限を超える場合における衛生要員の送還に関す

る基準並びに抑留すべき衛生要員の交代に伴う送還に関する基準をいう。以下

同じ。）  

三  宗教要員送還基準（被収容者の人数に応じて抑留することができる宗教要員

の人数の上限及びその業務内容の区分に応じて抑留することができる宗教要員

の人数の上限並びにこれらの上限を超える場合における宗教要員の送還に関す

る基準をいう。以下同じ。）  

２  防衛大臣は､武力攻撃事態の終了後､速やかに､送還令書を発付すべき被収容

者の順序､被収容者の引渡しを行うべき地（以下「送還地」という。）､送還地ま

での交通手段､送還時に携行を許可すべき携帯品の内容その他の送還の実施に

必要な基準（以下「終了時送還基準」という。）を作成するものとする。  

３  前二項に規定するもののほか､防衛大臣は､次に掲げる武力攻撃事態におけ

る捕虜の送還に関する基準を作成することができる。  

一  宣誓解放送還基準（第三条約第二十一条第二項に規定する宣誓又は約束に基

づく捕虜の解放のための送還に関する基準をいう。以下同じ。）  

二  捕虜交換等送還基準（敵国軍隊等の属する外国の政府その他これに準ずるも

のとの間における捕虜の交換のための送還その他我が国の防衛上抑留の必要性

がないと認められるに至った捕虜の送還に関する基準をいう。以下同じ。）  

４  前三項に規定するもののほか､防衛大臣は､武力攻撃事態に際して､武力攻撃

を行っていない第三条約の締約国に対する次に掲げる措置を講ずるための捕虜
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の引渡し（以下「移出」という。）に関する基準（以下「移出基準」という。）

を作成することができる。  

一  第三条約第十二条第二項の規定による当該締約国への移送  

二  第三条約第百九条第二項の規定による当該締約国における入院又は抑留  

５  防衛大臣は､前各項の規定により重傷病認定基準､衛生要員送還基準､宗教要

員送還基準､終了時送還基準､宣誓解放送還基準､捕虜交換等送還基準又は移出

基準（以下「送還等諸基準」という。）を作成したときは､速やかに､当該送還等

諸基準を捕虜収容所長に通知するものとする。  

６  送還等諸基準は､第三条約その他の国際約束の内容に適合するものでなけれ

ばならない。 

第百六十七条  抑留資格認定官は､防衛大臣の定めるところにより､現にその身

体を拘束している被拘束者について､防衛大臣に定期的に報告しなければなら

ない。  

２  捕虜収容所長は､防衛大臣の定めるところにより､捕虜収容所における被収

容者の収容状況について､防衛大臣に定期的に報告しなければならない。  

３  前項に規定するもののほか､捕虜収容所における被収容者に関する情報の取

扱いについては､防衛省令で定める。  
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【別添４】 

刑事訴訟法（抄） 

 

第三十条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。  

２ 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉

妹は、独立して弁護人を選任することができる。  

 

第三十一条 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。  

２ 簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護

士でない者を弁護人に選任することができる。ただし、地方裁判所において

は、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。  

 

第三十一条の二 弁護人を選任しようとする被告人又は被疑者は、弁護士会に

対し、弁護人の選任の申出をすることができる。  

２ 弁護士会は、前項の申出を受けた場合は、速やかに、所属する弁護士の中

から弁護人となろうとする者を紹介しなければならない。  

３ 弁護士会は、前項の弁護人となろうとする者がないときは、当該申出をし

た者に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。同項の規定によ

り紹介した弁護士が被告人又は被疑者がした弁護人の選任の申込みを拒んだ

ときも、同様とする。  

 

第三十二条 公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力

を有する。  

２ 公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければなら

ない。  

 

第三十三条 被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護

人を定めなければならない。  

 

第三十四条 前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の

定めるところによる。  

 

第三十五条 裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑

者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人については、

特別の事情のあるときに限る。  
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第三十六条 被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができな

いときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければ

ならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限り

でない。  

 

第三十六条の二 この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条

の請求をするには、資力申告書（その者に属する現金、預金その他政令で定

めるこれらに準ずる資産の合計額（以下「資力」という。）及びその内訳を申

告する書面をいう。以下同じ。）を提出しなければならない。  

 

第三十六条の三 この法律により弁護人を要する場合を除いて、その資力が基

準額（標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに

足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。）以上である被告人が第三

十六条の請求をするには、あらかじめ、その請求をする裁判所の所在地を管

轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申

出をしていなければならない。  

２ 前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条

第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所又は当該被告事件

が係属する裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。  

 

第三十七条 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護

人を附することができる。  

一 被告人が未成年者であるとき。  

二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。  

三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。  

四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。  

五 その他必要と認めるとき。  

 

第三十七条の二 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に

当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、

被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、

裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。

ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放され

た場合は、この限りでない。  

２ 前項の請求は、同項に規定する事件について勾留を請求された被疑者も、
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これをすることができる。  

 

第三十七条の三 前条第一項の請求をするには、資力申告書を提出しなければ

ならない。  

２ その資力が基準額以上である被疑者が前条第一項の請求をするには、あら

かじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄す

る地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出を

していなければならない。  

３ 前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条

第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所に対し、その旨を

通知しなければならない。  

 

第三十七条の四 裁判官は、第三十七条の二第一項に規定する事件について被

疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、

精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断するこ

とが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権

で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この

限りでない。  

 

第三十七条の五 裁判官は、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件に

ついて第三十七条の二第一項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は

付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一

人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りで

ない。  

 

第三十八条 この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付

すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。  

２ 前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請

求することができる。  

 

第三十八条の二 裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件

について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執

行停止によるときは、この限りでない。  

 

第三十八条の三 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。  
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一 第三十条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人

を付する必要がなくなつたとき。  

二 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続さ

せることが相当でないとき。  

三 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は

職務を行うことが困難となつたとき。  

四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが

相当でないとき。  

五 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁

護人にその職務を継続させることが相当でないとき。  

２ 弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。  

３ 弁護人を解任するに当たつては、被告人の権利を不当に制限することがな

いようにしなければならない。  

４ 公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。

この場合においては、前三項の規定を準用する。  

 

第三十八条の四 裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力につい

て虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、十万円以下の過料に処する。  

 

第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人

を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者（弁護士で

ない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。）と立会人な

くして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。  

２ 前項の接見又は授受については、法令（裁判所の規則を含む。以下同じ。）

で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を

防ぐため必要な措置を規定することができる。  

３ 検察官、検察事務官又は司法警察職員（司法警察員及び司法巡査をいう。

以下同じ。）は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項

の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。

但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するような

ものであつてはならない。  

 

第四十条 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及

び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するに

ついては、裁判長の許可を受けなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、
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謄写することができない。  

 

第四十一条 弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟

行為をすることができる。 

 

第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があ

る場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。  

一 被告人が定まつた住居を有しないとき。  

二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。  

三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。  

２ 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要

がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこ

れを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は

第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。  

３ 三十万円（刑法 、暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）

及び経済関係罰則の整備に関する法律（昭和十九年法律第四号）の罪以外の

罪については、当分の間、二万円）以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件

については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を

適用する。 

 

第七十九条 被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなけれ

ばならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、

配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を

通知しなければならない。  

 

第八十条 勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者

と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができ

る。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。 

 

第八十二条 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求する

ことができる。  

２ 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親

族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。  

３ 前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、

又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。  
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第八十三条 勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。  

２ 法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。  

３ 被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。但

し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつ

て出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭につい

ては、被告人に異議がないときは、この限りでない。  

 

第八十四条 法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。  

２ 検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述

べることができる。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代

え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。 

 

第百四十三条 裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人で

も証人としてこれを尋問することができる。  

 

第百四十四条 公務員又は公務員であつた者が知り得た事実について、本人又

は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、

当該監督官庁の承諾がなければ証人としてこれを尋問することはできない。

但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒

むことができない。  

 

第百四十五条 左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者に

ついてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、証人

としてこれを尋問することはできない。  

一 衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者  

二 内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者  

２ 前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害す

る場合を除いては、承諾を拒むことができない。  

 

第百四十六条 何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のあ

る証言を拒むことができる。  

 

第百四十七条 何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受け

る虞のある証言を拒むことができる。  

一 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれら

の親族関係があつた者  
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二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人  

三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者  

 

第百四十八条 共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者

でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むこ

とはできない。  

 

第百四十九条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士（外国法事務弁護士

を含む。）、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、

業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、

証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人

のためのみにする権利の濫用と認められる場合（被告人が本人である場合を

除く。）その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。  

 

第百五十条 召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、

十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ず

ることができる。  

２ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。  

 

第百五十一条 証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万

円以下の罰金又は拘留に処する。  

２ 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することがで

きる。  

 

第百五十二条 召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれ

を勾引することができる。  

 

第百五十三条 第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚

について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、

第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、証人の勾引についてこれを準用

する。  

 

第百五十三条の二 勾引状の執行を受けた証人を護送する場合又は引致した場

合において必要があるときは、一時最寄の警察署その他の適当な場所にこれ

を留置することができる。  
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第百五十四条 証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさ

せなければならない。  

 

第百五十五条 宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、

これを尋問しなければならない。  

２ 前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を

妨げられない。  

 

第百五十六条 証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させる

ことができる。  

２ 前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。  

 

第百五十七条 検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことがで

きる。  

２ 証人尋問の日時及び場所は、あらかじめ、前項の規定により尋問に立ち会

うことができる者にこれを通知しなければならない。但し、これらの者があ

らかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示したときは、この限りでない。  

３ 第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは、裁判長に告げて、

その証人を尋問することができる。  

 

第百五十七条の二 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心

身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれ

があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不

安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の

尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与える

おそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることが

できる。  

２ 前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、

裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述

の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。  

 

第百五十七条の三 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証

人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人

の面前（次条第一項に規定する方法による場合を含む。）において供述すると

きは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であ

つて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被
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告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することが

できないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証

人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護

人が出頭している場合に限り、採ることができる。  

２ 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身

の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検

察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互

に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることが

できる。  

 

第百五十七条の四 裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合におい

て、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判

官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所（これら

の者が在席する場所と同一の構内に限る。）にその証人を在席させ、映像と音

声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる

方法によつて、尋問することができる。  

一 刑法第百七十六条 から第百七十八条の二 まで若しくは第百八十一条 の

罪、同法第二百二十五条 若しくは第二百二十六条の二第三項 の罪（わいせ

つ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。）、同法第二

百二十七条第一項 （第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯

した者を幇助する目的に係る部分に限る。）若しくは第三項 （わいせつの目

的に係る部分に限る。）若しくは第二百四十一条 前段の罪又はこれらの罪の

未遂罪の被害者  

二 児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）第六十条第一項 の罪若し

くは同法第三十四条第一項第九号 に係る同法第六十条第二項 の罪又は児童

買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する

法律 （平成十一年法律第五十二号）第四条 から第八条 までの罪の被害者  

三 前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人

との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するため

に在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害さ

れるおそれがあると認められる者  

２ 前項に規定する方法により証人尋問を行う場合において、裁判所は、その

証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求めら

れることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官

及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状

況を記録媒体（映像及び音声を同時に記録することができるものに限る。）に
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記録することができる。  

３ 前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体

は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。  

 

第百五十八条 裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情

と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、

必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを

尋問することができる。  

２ 前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、被告人及び弁護人に、

尋問事項を知る機会を与えなければならない。  

３ 検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の

尋問を請求することができる。  

 

第百五十九条 裁判所は、検察官、被告人又は弁護人が前条の証人尋問に立ち

会わなかつたときは、立ち会わなかつた者に、証人の供述の内容を知る機会

を与えなければならない。  

２ 前項の証人の供述が被告人に予期しなかつた著しい不利益なものである場

合には、被告人又は弁護人は、更に必要な事項の尋問を請求することができ

る。  

３ 裁判所は、前項の請求を理由がないものと認めるときは、これを却下する

ことができる。  

 

第百六十条 証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、

十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずる

ことができる。  

２ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。  

 

第百六十一条 正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、十万円以下の罰

金又は拘留に処する。  

２ 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することがで

きる。  

 

第百六十二条 裁判所は、必要があるときは、決定で指定の場所に証人の同行

を命ずることができる。証人が正当な理由がなく同行に応じないときは、こ

れを勾引することができる。  
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第百六十三条 裁判所外で証人を尋問すべきときは、合議体の構成員にこれを

させ、又は証人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁

判官にこれを嘱託することができる。  

２ 受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易

裁判所の裁判官に転嘱することができる。  

３ 受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有

する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送する

ことができる。  

４ 受命裁判官又は受託裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長に属

する処分をすることができる。但し、第百五十条及び第百六十条の決定は、

裁判所もこれをすることができる。  

５ 第百五十八条第二項及び第三項並びに第百五十九条に規定する手続は、前

項の規定にかかわらず、裁判所がこれをしなければならない。  

 

第百六十四条 証人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。但し、

正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、この限りでない。  

２ 証人は、あらかじめ旅費、日当又は宿泊料の支給を受けた場合において、

正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは証言を拒んだときは、その支

給を受けた費用を返納しなければならない。 

 

第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都

道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。  

２ 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査する

ものとする。 

 

第百九十一条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することがで

きる。  

２ 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。 

 

第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするに

ついて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることがで

きる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒

み、又は出頭後、何時でも退去することができる。  

２～５（略） 

 

第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯した
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ことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮

捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円（刑法 、暴力

行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪

については、当分の間、二万円）以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪につ

いては、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の

規定による出頭の求めに応じない場合に限る。  

２ 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認

めるときは、検察官又は司法警察員（警察官たる司法警察員については、国

家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下

本条において同じ。）の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに

逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。  

３ 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一

の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつ

たときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。 

 

第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状

により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁

護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要

がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料する

ときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物と

ともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。  

２ 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、

弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。  

３ 司法警察員は、第三十七条の二第一項に規定する事件について第一項の規

定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に

対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら

弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求

することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力

申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、

あらかじめ、弁護士会（第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二

第一項の申出をすべき弁護士会をいう。）に弁護人の選任の申出をしていなけ

ればならない旨を教示しなければならない。  

４ 第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放

しなければならない。  

 

第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状によ
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り逮捕された被疑者（前条の規定により送致された被疑者を除く。）を受け取

つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を

告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこ

れを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された

時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを

要しない。  

２ 検察官は、第三十七条の二第一項に規定する事件について前項の規定によ

り弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、

引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人

を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求するこ

とができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書

を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あら

かじめ、弁護士会（第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一

項の申出をすべき弁護士会をいう。）に弁護人の選任の申出をしていなければ

ならない旨を教示しなければならない。  

３ 第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ち

に被疑者を釈放しなければならない。  

４ 前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。 

 

第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関

し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限

りでない。  

２ 前項の裁判官は、第三十七条の二第一項に規定する事件について勾留を請

求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任する

ことができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することがで

きないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならな

い。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。  

３ 前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当た

つては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない

旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会（第三十

七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会

をいう。）に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなけれ

ばならない。  

４ 裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しな

ければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項
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の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、

直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。 

 

第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは

長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充

分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができな

いときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、

直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せら

れないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。  

２ 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。 

 

第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することが

できる。 

 

第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするに

ついて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付

差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査

は、身体検査令状によらなければならない。  

２ 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通

信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変

更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることがで

きることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認める

に足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記

録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえる

ことができる。  

３ 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しく

は体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一

項の令状によることを要しない。  

４ 第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これ

を発する。  

５ 検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、

身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態そ

の他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。  

６ 裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。 

 

第二百二十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定
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により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があ

るときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を

逮捕する場合において必要があるときも、同様である。  

一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜

索をすること。  

二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。  

２ 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ち

にこれを還付しなければならない。第百二十三条第三項の規定は、この場合

についてこれを準用する。  

３ 第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。  

４ 第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又

は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引

状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。 

 

第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。  

 

第二百三十一条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。  

２ 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴

をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。  

 

第二百三十二条 被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者で

あるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるとき

は、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。  

 

第二百三十三条 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、

告訴をすることができる。  

２ 名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項

と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。  

 

第二百三十四条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、

検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定するこ

とができる。  

 

第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したとき

は、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この

限りでない。  
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一 刑法第百七十六条 から第百七十八条 まで、第二百二十五条若しくは第二

百二十七条第一項（第二百二十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部

分に限る。）若しくは第三項の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴  

二 刑法第二百三十二条第二項 の規定により外国の代表者が行う告訴及び日

本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条 又は第二百三十一

条 の罪につきその使節が行う告訴  

２ 刑法第二百二十九条 但書の場合における告訴は、婚姻の無効又は取消の裁

判が確定した日から六箇月以内にこれをしなければ、その効力がない。  

 

第二百三十六条 告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間

の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。  

 

第二百三十七条 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。  

２ 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。  

３ 前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこ

れを準用する。  

 

第二百三十八条 親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はそ

の取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。  

２ 前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若し

くは請求又はその取消についてこれを準用する。  

 

第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることが

できる。  

２ 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、

告発をしなければならない。  

 

第二百四十条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消に

ついても、同様である。  

 

第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこ

れをしなければならない。  

２ 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を

作らなければならない。  

 

第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれ
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に関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。  

 

第二百四十三条 前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用す

る。  

 

第二百四十四条 刑法第二百三十二条第二項 の規定により外国の代表者が行

う告訴又はその取消は、第二百四十一条及び前条の規定にかかわらず、外務

大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の使節に対する刑

法第二百三十条 又は第二百三十一条 の罪につきその使節が行う告訴又はそ

の取消も、同様である。 

 

第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。 

 

第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの

（死刑に当たるものを除く。）については、次に掲げる期間を経過することに

よつて完成する。  

一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年  

二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年  

三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年  

２ 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪に

ついては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。  

一 死刑に当たる罪については二十五年  

二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年  

三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年  

四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年  

五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年  

六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年  

七 拘留又は科料に当たる罪については一年 

 

第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。  

２ 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効

の期間を起算する。 

 

第二百五十五条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に

起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効

は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。  
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２ 犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本

の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、

裁判所の規則でこれを定める。 

 

第二百九十条の二 裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該

事件の被害者等（被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大

な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。

以下同じ。）若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受け

た弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認

めるときは、被害者特定事項（氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特

定させることとなる事項をいう。以下同じ。）を公開の法廷で明らかにしない

旨の決定をすることができる。  

一 刑法第百七十六条 から第百七十八条の二 まで若しくは第百八十一条 の

罪、同法第二百二十五条 若しくは第二百二十六条の二第三項 の罪（わいせ

つ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。）、同法第二

百二十七条第一項 （第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯

した者を幇助する目的に係る部分に限る。）若しくは第三項 （わいせつの目

的に係る部分に限る。）若しくは第二百四十一条 の罪又はこれらの罪の未遂

罪に係る事件  

二 児童福祉法第六十条第一項 の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号 に

係る同法第六十条第二項 の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制

及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条 から第八条 までの罪に係

る事件  

三 前二号に掲げる事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、

被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者等の名誉又

は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件  

２ 前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合にお

いて、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。  

３ 裁判所は、第一項に定めるもののほか、犯行の態様、被害の状況その他の

事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害

者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖さ

せ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件を取り

扱う場合において、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認め

るときは、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をするこ

とができる。  

４ 裁判所は、第一項又は前項の決定をした事件について、被害者特定事項を
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公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至つたとき、第三

百十二条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため第一項第一号若し

くは第二号に掲げる事件に該当しなくなつたとき又は同項第三号に掲げる事

件若しくは前項に規定する事件に該当しないと認めるに至つたときは、決定

で、第一項又は前項の決定を取り消さなければならない。 

 

第二百九十二条の二 裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、

被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、

公判期日において、その意見を陳述させるものとする。  

２ 前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければ

ならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通

知するものとする。  

３ 裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見

を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することがで

きる。  

４ 訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、

その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することが

できる。  

５ 裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴

訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にし

た陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたると

きその他相当でないときは、これを制限することができる。  

６ 第百五十七条の二、第百五十七条の三及び第百五十七条の四第一項の規定

は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。  

７ 裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるとき

は、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさ

せないことができる。  

８ 前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日におい

て、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、

相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができ

る。  

９ 第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定

のための証拠とすることができない。 

 

第三百三十三条 被告事件について犯罪の証明があつたときは、第三百三十四

条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。  
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２（略） 

 

第三百五十一条 検察官又は被告人は、上訴をすることができる。  

２ 第二百六十六条第二号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事

件とが併合して審判され、一個の裁判があつた場合には、第二百六十八条第

二項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、

その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。  

 

第三百五十二条 検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をす

ることができる。  

 

第三百五十三条 被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をする

ことができる。  

 

第三百五十四条 勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開

示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄

却する決定に対しても、同様である。  

 

第三百五十五条 原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をする

ことができる。  

 

第四百二十九条 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡

易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官

がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を

請求することができる。  

一（略）  

二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判  

三～五（略） 

２～５（略） 
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【別添５】 

逃亡犯罪人引渡法（抄） 

 

（引渡に関する制限）  

第二条 左の各号の一に該当する場合には、逃亡犯罪人を引き渡してはならな

い。但し、第三号、第四号、第八号又は第九号に該当する場合において、引

渡条約に別段の定があるときは、この限りでない。  

一～三 （略） 

四 引渡犯罪に係る行為が日本国内において行なわれたとした場合において、

当該行為が日本国の法令により死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若

しくは禁錮に処すべき罪にあたるものでないとき。  

五～九 （略） 

 

（逃亡犯罪人の拘禁）  

第五条 東京高等検察庁検事長は、前条第一項の規定による法務大臣の命令を

受けたときは、逃亡犯罪人が仮拘禁許可状により拘禁され、又は仮拘禁許可

状による拘禁を停止されている場合を除き、東京高等検察庁の検察官をして、

東京高等裁判所の裁判官のあらかじめ発する拘禁許可状により、逃亡犯罪人

を拘禁させなければならない。但し、逃亡犯罪人が定まつた住居を有する場

合であつて、東京高等検察庁検事長において逃亡犯罪人が逃亡するおそれが

ないと認めるときは、この限りでない。  

２～３ （略） 

 

（東京高等裁判所の審査）  

第九条 東京高等裁判所は、前条の審査の請求を受けたときは、すみやかに、

審査を開始し、決定をするものとする。逃亡犯罪人が拘禁許可状により拘禁

されているときは、おそくとも、拘束を受けた日から二箇月以内に決定をす

るものとする。  

２～４ （略） 

 

（東京高等裁判所の決定）  

第十条 東京高等裁判所は、前条第一項の規定による審査の結果に基いて、左

の区別に従い、決定をしなければならない。  

一 審査の請求が不適法であるときは、これを却下する決定  

二 逃亡犯罪人を引き渡すことができない場合に該当するときは、その旨の決
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定  

三 逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当するときは、その旨の決定  

２～３ （略） 

 

（引渡に関する法務大臣の命令等）  

第十四条 法務大臣は、第十条第一項第三号の決定があつた場合において、逃

亡犯罪人を引き渡すことが相当であると認めるときは、東京高等検察庁検事

長に対し逃亡犯罪人の引渡を命ずるとともに、逃亡犯罪人にその旨を通知し、

逃亡犯罪人を引き渡すことが相当でないと認めるときは、直ちに、東京高等

検察庁検事長及び逃亡犯罪人にその旨を通知するとともに、東京高等検察庁

検事長に対し拘禁許可状により拘禁されている逃亡犯罪人の釈放を命じなけ

ればならない。  

２～３ （略） 

 

（仮拘禁に関する措置）  

第二十四条 法務大臣は、前条の規定による書面の送付を受けた場合において、

当該犯罪人を仮に拘禁することを相当と認めるときは、東京高等検察庁検事

長に対し、当該犯罪人を仮に拘禁すべき旨を命じなければならない。 

 


